
該当箇所 質問内容 回答

1. 1.1.
1.1.1

.
(1) a (a) ⅰ 項目名

1 入札説明書 5 2 1 6 事業スケジュール（予定）

本資料P13「4.2 民間事業者の募集及び選定のスケ
ジュール」において、事業契約の締結時期が６月と記載
されており、該当箇所と相違があるように見受けられま
す。
提案書における事業スケジュール作成にあたり、どの契
約締結時期を前提として設定すべきか、ご教示くださ
い。

契約締結時期は6月が正のため、入札説明書を修正し
ます。

2 入札説明書 5 2 1 8 予定価格

予定価格の算出は最低整備戸数の75戸で算出してい
ると考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。

ご理解のとおりです。

3 入札説明書 5 2 1 8 予定価格

予定価格は公表されておりますが、最低制限価格また
は調査基準価格の設定はないとの認識でよろしいで
しょうか。
設定の有無および取扱いについてご教示ください。

最低制限価格及び調査基準価格は設定はしていませ
ん。

4 入札説明書 11 3 2 3 (2) ア 契約保証金等

『事業契約締結と同時に、市営住宅等整備業務費のう
ち、調査業務、設計業務、解体撤去業務及び建設業務に
かかる費用の合計金額（消費税及び地方消費税相当額
を含む。以下同じ。）の100 分の10 以上に相当する金
額』とあるが、工事管理業務は含まれない考えで良いで
しょうか。ご教示ください。

工事監理業務も含むため、入札説明書を修正します。

5 入札説明書 11 3 2 3 (2) イ (イ） 契約保証金等

「設計企業及び建設企業をして」は誤植ではないでしょ
うか。ご確認ください。

ご指摘を踏まえて、「設計企業及び建設企業に」に入札
説明書を修正します。

6 入札説明書 13 4 2
民間事業者の募集及びスケ

ジュール

仮事業契約から本事業契約になった際は、何か書面が
発行されるのでしょうか。

改めて書面を発行することはありません。

7 入札説明書 13 4 2
民間事業者の募集及びスケ

ジュール

令和8年6月22日の質問回答に対する追加の質問・要
望を提出する機会について記載がございません。

質問回答の内容は、本事業へ参画するか否かの判断に
も大きく影響する事項であることから、第２回質問・要
望書の提出機会を設けていただくよう強く要望します。

７月21日（火）から７月28日（火）まで、第２回の質問を
受け付けることとします。
なお、第２回の質問は、原則として第１回の質問に対す
る回答に関連するものに限ります。
回答の公表予定は８月14日（金）とします。

No. 資料名 頁

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　入札説明書に関する質問・回答（令和８年６月22日公表）
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1.1.1
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洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　入札説明書に関する質問・回答（令和８年６月22日公表）

8 入札説明書 16 4 3 7 様式

提出様式については、様式5-1から様式8-15までの提
出とされておりますが、様式集（Word形式）P3「第２ １
（４）電子媒体による提出」においては、様式9-1「事業
提案書の概要」についてもDVD-R（電子媒体）での提
出が必要との記載がございます。
当該様式9-1については、電子媒体での提出対象に含
まれるとの認識でよろしいでしょうか。あわせて、提出
様式一覧との記載の整理についてご教示ください。

ご理解のとおりです。様式９-1は電子媒体のみの提出
で足ります。

9 入札説明書 5 2 1 6 事業スケジュール（予定

表の日程に年度と記載がある年度の期限は3月末日ま
での理解でよろしいでしょうか。

各業務の期限は要求水準書によります。

10 入札説明書 5 2 1 6 事業スケジュール（予定

仮移転の完了から本移転の完了までの日程はＰＦＩ事業
者からの提案によるもとしてよろしいでしょうか。（本
移転の完了は令和12年3月末日までに行い仮移転の
完了、既存住宅等の解体撤去については各年度末を超
える提案をしても宜しいでしょうか。）

仮移転の完了から本移転の完了までの日程はPFI事業
者からの提案によることを可とし、入札説明書を「※具
体的なスケジュールについては、上表の仮移転の完了
から本移転の完了までに限り、PFI事業者からの提案
によるものとします。」に修正します。

11 入札説明書 14 4 3 3 現地見学会の開催

開催日時とは別に、個別で計画敷地内に入り調査（測
量、写真撮影等）をさせて頂きたいと考えます。手続き
をお聞かせください。また、既存住戸内の調査も改めて
させて頂きたいと考えます。

敷地内での測量はできません。
写真撮影等については、公道等からの撮影であれば可
とします。
敷地内での写真撮影や既存住宅の空き住戸及び仮移転
先の一部空き住戸等の状況の確認をご希望の場合は、
件名を「【洋光台住宅（C‐1街区）見学会申込】（事業者
名）と表記する。）としてkc-
shieijigyo@city.yokohama.lg.jp宛にメールにて
ご連絡ください。
実施内容は、令和7年11月17日（月）及び令和８年４月
15日（水）に開催した現場見学会で見学した場所と同一
です。

12 入札説明書 14 4 3 3 現地見学会の開催

開催日時とは別に、個別で計画敷地内に入りドローンに
よる撮影調査等をさせて頂きたいと考えます。手続き
をお聞かせください。

関係法令を遵守したうえで、調査実施前に入居者及び
近隣住民への事前説明をお願いします。
周知方法等の詳細は、別途協議をお願いします。

13 入札説明書 13 4 3 2
入札説明書等に関する質問

受付及び回答の公表

再質問受付期間を設定して頂けないでしょうか。 第2回の質問を受け付けることとします。詳細は、No.7
の回答をご参照ください。
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14 入札説明書 5 2 1 8 予定価格

昨今の中東情勢等をふまえると実勢価格の大幅な増額
により、予定価格を超えることが予想されます。予定価
格の増額等、実勢価格に基づいた対応をご検討いただ
けないでしょうか。

横浜市契約規則に基づき予定価格を決定しているた
め、変更は困難です。
なお、予期することができない特別の事情により、工期
内に日本国内において急激なインフレーション又はデフ
レーションを生じ、施設整備費が著しく不適当となった
ときには、別紙6　対価の支払い及び物価変動率による
調整　2　物価変動に伴うサービス対価の改定に記載の
規定に基づき、市とPFI事業者とが協議して施設整備
費の変更額を定めます。

15 入札説明書 5 2 1 8 予定価格

予定価格の算出日はいつでしょうか。入札公告日との
乖離はどのくらいでしょうか。

予定価格は、本事業の実施方針の公表と同時期に算定
しています。
なお、算定にあたり、横浜市PFIガイドラインに基づき
算出時点から入札公告日までの物価上昇を考慮して予
定価格を増額しています。

16 入札説明書 16 4 3 9
提案書に対する事業者ヒア
リング及びプレゼンテー

ションの実施

ヒアリング・プレゼンテーション時に、模型等の持込みは
禁止とありますが、「ＰowerPoint」等映像データの活
用は可能でしょうか。

提案書で使用したパースや写真に限り、利用可能です。
また、資料の形式はＰＤＦとし、PowerPointも利用可
能です。
詳細は、提案審査前にお知らせします。



該当箇所 質問内容 回答

第 1 (1) ア (ア) 項目名

1 前回質疑 42 回答

前回の質疑回答にて「土砂災害警戒区域を含む崖につ
いては、今後、指定解除に向け対策工事の実施を想定し
ています。」と記載がございますが、計画地周辺の高木
は基本的に伐採する計画となるでしょうか。現段階にお
ける計画等ございましたらご教示ください。

現時点では未定です。

2
要求水準書
【市営住宅整
備等業務編】

4 1 6 2 (2) エ 横浜市水道条例

「昭和33年4月条例第12」は「昭和33年4月条例第12
号」の誤植ではないでしょうか。ご確認ください。

ご指摘のとおり誤記のため、修正したものを公表しま
す。

3
要求水準書
【市営住宅整
備等業務編】

10 2 2 4 地域経済への貢献

本事業は、「市が実施する公共事業であることから･･･」
とありますが、正しくは本事業は、公共事業ではなく
PFI事業ではないでしょうか。

ＰＦＩ事業は公共事業の一種ですので、その旨を記載し
ています。

4
要求水準書
【市営住宅整
備等業務編】

20 6 6 1 ア 周辺家屋調査

外周の既設擁壁も調査対象となるのでしょうか。ご教示
ください。

C‐1街区以外のC街区にある既存擁壁は調査対象外で
す。

5
要求水準書
【市営住宅整
備等業務編】

23 7 2 5 イ
工事の範囲

電柱及び架線

本事業用地内に隣接する既存集会所への引込み電柱が
見受けられますが、当該引込み電柱について、本事業用
地外への移設は可能でしょうか。ご教示ください。

本事業用地外の洋光台住宅の他の住棟の敷地内への移
設は可とします。

6
要求水準書
【市営住宅整
備等業務編】

23 7 2 ５ 工事の範囲

4/15の現地見学会の際に不法投棄と思われるバイク・
自転車・タイヤ類が見て取れましたが、これらの処分費
用については別途と考えてよろしいでしょうか。

入居者の所有物については仮移転説明会などを通じ撤
去等を促してください。所有者が特定できない場合
は、別途、所管の警察署へ照会し、なお所有者が判明し
ない場合は適切に処分をお願いします。処分に係
る費用は合理的な範囲で市が負担します。

7
要求水準書
【市営住宅整
備等業務編】

23 7 2 ５ 工事の範囲

個別で設置されたと思われるアンテナが見て取れまし
たが、これらの撤去・処分は、原則として居住者が行う
ものと考えてよろしいでしょうか。また移設希望があっ
た場合の取り扱いについてもご教示ください。

入居者の所有物については、5.4.7等の引っ越しの支
援に含めるものとし、移設してください。なお、PFI事業
者自ら、希望者に対し、撤去・処分の支援をすることは
妨げません。

8
要求水準書
【市営住宅整
備等業務編】

23 7 2 ５ 工事の範囲

19号棟前の植栽体内に単管パイプで組まれた構築物が
ありますが、これらも付帯施設の扱いとなるのでしょう
か。

ご質問に係る構造物は、回答作成時点（6月上旬）では
確認できませんでした。

9
要求水準書
【市営住宅整
備等業務編】

23 7 2 5 工事の範囲

解体工事の範囲について、提示資料等により想定され
る範囲を超える既存残置物が確認された場合、当該残
置物の撤去に係る費用および工程については変更協議
の対象となるとの認識でよろしいでしょうか。ご教示く
ださい。

解体工事対象範囲で提示する範囲を超える既存残置物
の撤去に係る費用および工程については変更協議の対
象となります。

No. 資料名 頁

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　要求水準書に関する質問書（令和８年６月22日公表）
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第 1 (1) ア (ア) 項目名
No. 資料名 頁

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　要求水準書に関する質問書（令和８年６月22日公表）

10
要求水準書
【市営住宅整
備等業務編】

31 9 2
化学物質室内濃度調査の

実施

「1住戸に付き南面2居室」とありますが1R、1DK住戸
は除くと考えて宜しでしょうか。ご教示ください。

厚生労働省の室内空気中化学物質の測定マニュアルで
は室内で滞在時間が長いと想定される２か所とされて
おりますので、１ＤＫの場合は食事室と就寝室としてく
ださい。１Ｒの場合は１か所で可とします。

11
要求水準書
【市営住宅整
備等業務編】

16
～
17

4 2 4 （1）
全体戸数

◆型別整備戸数

仮に整備戸数が75戸であった場合、型別の整備戸数
は、概ね「1～2（1人世帯）：1（2人世帯）：1（3人以上世
帯）」の割合を逸脱しない範囲であれば、戸数の調整を
行うことが可能という認識でよろしいでしょうか。ご教
示ください。

ご理解のとおりです。

12
要求水準書
【市営住宅整
備等業務編】

用語の定義
「建設企業」

「PFI事業者のうち、PFI事業者のうち」は誤植ではない
のでしょうか。

ご指摘のとおり誤記のため、修正したものを公表しま
す。

13

要求水準書
【市営住宅整
備等業務編】

4 2 ※３ 住宅性能評価基準

※３に「遮音性能については、4.4.構造計画　ウによ
る。」と記載がございますが「4.5.」の誤植ではないので
しょうか。

ご指摘のとおり誤記のため、修正したものを公表しま
す。

14

要求水準書
【市営住宅整
備等業務編】

別紙１　施設
設計要領

15 4 5 イ (ア)
構造計画

壁厚

構造計画における(バルコニー、廊下側)の雑壁厚は
「170ｍｍ(150+20)」となっておりますが、5.10バ
ルコニーの手すりの壁厚は「180ｍｍ
(20+140+20)」となっております。後者を正と考え
て宜しいでしょうか。ご教示ください。

前者は雑壁厚、後者は手すりの壁厚を示しているため、
別の部位とお考えください。

15

要求水準書
【市営住宅整
備等業務編】

別紙１　施設
設計要領

23 5 5 エ (ア) ①
浴室

手すり

浴室内の横手すり寸法について、図面寸法では1200、
詳細引出しでは（L=400）と記載に相違が見受けられ
ます。どちらが正しい値になりますでしょうか。ご教示く
ださい。

記載に誤りがあるため、横手すりの寸法はL＝400とし
て、別紙１　施設設計要領を修正します。

16

要求水準書
【市営住宅整
備等業務編】

添付資料８

インフラ現況参考図（１）電
気

添付資料３「事業用地現況図」において、本事業用地内
に隣接する既存集会所への引込み電柱が計画地内に記
載されておりますが、該当箇所においては敷地外に電
柱の記載がございます。
当該引込み電柱の正確な位置関係について、ご教示く
ださい。

添付資料８インフラ現況参考図を修正したものを公表し
ます。

17
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

4 2 5 2
住替え先として利用可能な

住宅

現在工事中の洋光台住宅（A街区）の仮移転者が現C-1
街区にいますか。
また、その場合に当該居住者は本事業における移転支
援の対象者には含まれないとの認識でよろしいでしょ
うか。ご教示ください。

C‐1街区には、建替前のA街区の入居者が入居中です
が、
当該居住者は本事業の移転支援業務の対象外です。
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18
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

4 2 5 １
仮移転先として利用可能な

住戸

仮移転先として利用可能な住戸の第1順位に記載があ
るB街区・C街区の建替え予定時期の情報はありますで
しょうか。情報があるのであれば、いつ頃開示頂けます
でしょうか。ご教示ください。

今回の事業対象であるＣ－１街区を除くＢ街区、Ｃ街区
の建替時期については未定です。

19
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

4 2 5 2
住替え先として利用可能な

住戸

C街区からA街区住替え可能な戸数は別紙２記載の８０
世帯でよろしいでしょうか。また、間取りの開示は、いつ
頃開示頂けますでしょうか。ご教示ください。

建替後のA街区には、建替前のA街区の入居者が優先し
て入居します。そのうえで残っている住戸については、
C街区からA街区への住替えが可能です。ただし、現時
点でその戸数は未定です。
また、間取りについては、事業契約後に参考資料として
提供可能です。

20
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

4 2 5 2
住替え先として利用可能な

住戸

A街区の間取りにもよりますが、住替えを行うにあた
り、例えば一人住まいの方は１R・１Kへの入居を原則と
するなど、入居制限はあるでしょうか。ご教示ください。

1人世帯は1R、1DK及び2DKとし、2人世帯は1DK、２
DK、2LDK及び3DKとし、3人以上世帯は1DK、
2DK、2LDK及び3DKとします。
なお、1DKは1人世帯及び2人世帯を、2DKは2人世帯
及び3人以上世帯を、3DKは3人以上世帯をそれぞれ
優先とします。

21
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

6 3 2 5 関係団体との調整等

『市、入居者及び市が指定する下記の関係団体との間
で、必要な調整や進捗確認等を行うこと』とあります
が、記述中の関係団体名や連絡先を開示して頂くこと
は可能でしょうか。ご教示ください。

関係団体をお示しすることは可能です。連絡先について
は、対象となる団体の同意を得たうえでお示しします。

22
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

6 3 3 5 不適正居住者

不適正入居者の定義など基準があれば開示頂けるので
しょうか。

用語の定義に記載のあるとおり
既存住宅又は仮移転先に居住する者のうち、以下のい
ずれかに該当する者とします。
・横浜市営住宅条例第17条第１項及び同第18条第１項
に定める、横浜市長の承認を得ずに居住する者
・同第37条第１項及び同47条第１項に基づき、横浜市
長が明渡しを請求する者

23
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

6 3 2 4 移転者など

入居者の意向により、仮移転、住替え、退去が決まりま
す。入札時にはどのように予算算出を行えば良いかご
教示ください。

入札時点での費用の算出は、全て仮移転として想定し
てください。

24
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

7 3 2 6 市営住宅棟

事業用として利用する駐車場についても、貴市と協議
を踏まえ許可を得られた場合、無償利用可能と考えて
よろしいのでしょうか。

事業用として利用する駐車場については必要かつ合理
的な範囲で無償利用可能です。

25
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

8 3 4 2 不法投棄の取り扱い

入居者移転支援開始前に既にある不法投棄されたもの
については、貴市で撤去して頂けるのでしょうか。又は、
別途費用(実費)を頂けるのでしょうか。

No.6の回答をご参照ください。



該当箇所 質問内容 回答

第 1 (1) ア (ア) 項目名
No. 資料名 頁
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26
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

8 3 4 1 パトロール

仮移転・住替え移転・退去支援業務の期間中のパトロー
ルの範囲は時間貸駐車場の範囲まで含まれると考えて
よいのでしょうか。

仮移転・住替え移転・退去支援業務期間中のパトロール
の範囲は、解体対象範囲及び本事業の事業用地としま
す。

27
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

8 3 4 2 不法投棄

既存建物、事業区域内の不法投棄などについて、貴市
で把握されている情報があれば、ご教示ください。ま
た、既にある不法投棄物についての取り扱いをご教示
ください。(タイヤや原付バイク等)

本市で把握している不法投棄物の情報はありません。
所有者の確認できない不法投棄物の取扱いについて
は、No.6の回答をご参照ください。

28
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

17 5 4 4 (2) ウ 仮移転説明会の説明内容

ウ仮移転スケジュールの『ウ』と『仮移転』の間にスペー
スがありません。ご確認ください。

ご指摘のとおり誤記のため、修正したものを公表しま
す。

29
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

18 5 4 4 3 移転説明会

緊急通報システムの利用者有無については開示いただ
けるのでしょうか。

事業契約締結後にお示しします。

30
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

22 6 2 1 業務期間

業務期間の文章内のみ『住替え移転者』となっており、
その他の文章では『住替移転者』となっています。誤植
ではないでしょうか。

ご指摘のとおり誤記のため、修正したものを公表しま
す。

31
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

31 7 4 1 3
退去者の引っ越しサービス

の提供

退去者に対し、引っ越しサービスと記載がありますが、
市外、県外でも対応するとの認識でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

32
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

36 8 4 3 2 移転承諾書

２行目　『仮移転先への本移転決定通知書』は『仮移転先
への本入居決定通知書』の誤植ではないでしょうか。ご
教示ください。

ご指摘のとおり誤記のため、修正したものを公表しま
す。

33
要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

41 8 5 1 住替え移転に関する制限

『既に仮移転を完了した仮移転者は住替移転者となる
ことはできない』とあり、P3の２．４.１.新住宅への移転
で『仮移転をしたものが、～引き続き仮移転先に居住を
継続することもある(仮移転先への本入居)』とあります
が、どちらが正しいのでしょうか。ご教示ください。

移転前の入居者の希望により、入居者の属性を定義し
ていますが、いずれの場合においても、本人からの希望
があれば仮移転先への本入居は可能です。

34

要求水準書
【入居者移転
支援業務編】

別紙２

2 駐車場契約状況のまとめ

A街区の駐車場空区画数が０区画となっていますが、車
を所有する入居者は住替えができないものと考えてよ
ろしいのでしょうか。ご教示ください。

建替前のA街区の入居者を優先として契約をし、未契約
となった区画については本事業で利用可能です。また、
A街区に未契約の駐車場がない場合でも、B街区、C街
区の駐車場の契約が可能なため、車を所有している入
居者でもA街区への住替えは可能です。
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35 その他

時間貸駐車場の扱いについて要求水準に記載がありま
せん。運用期間はいつ頃までを想定されており、本事業
開始前までに貴市と運営会社間で必要な協議・整理が
行われ、本事業開始時には保険の重複等を含めた課題
が解消された状態で管理・運用が可能となる認識でよ
ろしいでしょうか。ご教示ください。

当該駐車場は、横浜市営住宅の指定管理者に対する目
的外使用許可に基づいて、指定管理者が運営事業者と
契約して運用しているものです。
使用許可期間は【令和９年３月31日】であり、期間が満
了した際には、原状に回復して返還をしていただくた
め、本事業開始時には原状回復された状態で管理・運用
をしていただきます。

36
要求水準書
市営住宅整
備等業務編

34 11.2
内覧会対象住戸の整備に関

する業務

ＰＦＩ事業者は、新築住宅の竣工約３か月前までに内覧
会が開催できるように、と記載がありますが、竣工と
は、建物を引渡す時でよろしいでしょうか。また、内覧会
開催時に計画通知に対する検査済証の取得は不要と考
えてよろしいでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、場合により建築基準法第7条の6第１
項ただし書きによる仮使用認定が必要となることがあ
ります。

37 同上 24 7.2 8 （2） 発生材の処理

発生材の処理については、処理場の指定はありますか。 本市HPに掲載しております「本市工事に伴い排出する
建設副産物の処分要領」に従い処理してください。

38
要求水準書
入居者移転
支援業務編

2
13

2.2
5.2 1

(2）
業務期間

仮移転支援業務の期限は、令和10年１月31日とする。
と記載があります。入札公告２. １. ６. 事業スケジュール
（予定） と相違があるようですが入札公告を正としてよ
ろしいでしょうか。また、ＰＦＩ事業者からの提案による
もとしてよろしいでしょうか。

仮移転支援業務の期限は、令和10年1月31日を想定し
ています。なお、提案により期間の変更は可能です。

39 同上 2 2.2 （3） 業務期間

住替え移転支援業務の期限は、令和12年12月31日と
する。と記載があります。仮移転支援業の期限と同様に
ＰＦＩ事業者からの提案によるものとしてよろしいでしょ
うか。

住替え移転支援業務の完了期限は令和10年1月31日
を想定しています。なお、提案により期間の変更は可能
です。

40 同上 2 2.2 （4） 業務期間

退去支援業務の期限は、令和12年12月31日とする。
と記載があります。仮移転支援業の期限と同様にＰＦＩ事
業者からの提案によるものとしてよろしいでしょうか。

退去支援業務の完了期限は令和10年1月31日を想定
しています。なお、提案により期間の変更は可能です。

41 同上
2

34
2.2
8.2 1

（5）
業務期間

（5）本移転支援業務・完了期限：令和13年3月31日と
本移転支援業務の期限は、令和12年12月31日とす
る。と記載に相違があります。完了期限：令和13年3月
31日を正としてよろしいでしょうか。

ご指摘を踏まえて、本移転支援業務の完了期限は令和
13年3月31日とし、要求水準書入居者移転支援編
8.2.1.業務期間を修正します。
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42 同上 34 8.2 3 仮移転先返還期限

本移転先の入居予定日の４か月以内に完了させるもの
とする。と記載がありますが、本移転先の入居予定日か
ら4ヶ月後までに完了させるとの理解でよろしいでしょ
うか。また、4ヶ月を短縮する提案をしてもよろしいで
しょうか。

本移転先の入居予定日以後1か月のため、要求水準書
入居者移転支援業務編を修正します。

43 同上 9 3.5 1
移転期間内に移転が完了し
ないおそれがある場合の措

置

ＰＦＩ事業者が、業務計画書に従って業務を遂行したにも
かかわらず、移転支援対象者の責めに帰すべき事由で
移転期間内に移転支援対象者が移転、住替えまたは退
去できない場合は、市と対応を協議した上で、移転期間
を最長で３か月間延長して行うことができるものとす
る。と記載がありますが、令和13年3月31日から最長
で3ヶ月間延長するということでしょうか。また、さらに
延長せざるをえない場合はどうするのでしょうか。

移転支援業務は令和13年３月３１日までと考えており
ます。移転支援対象者の責めに帰すべき事由により、3
か月間延長してもなお、延長期間内に移転支援業務が
完了しない場合の取扱いについては、事業契約書（案）
第40条第2項及び第41条第2項の規定により、市と協
議のうえ、当該未完了部分についての移転支援業務の
履行義務を免れます。

44 同上 14 5.4 1 （3）
事業説明会の実施の関連

書類

書類名称：事業説明会開催案内　手順：イ個別相談会の
実施2週間前を目安に配布する。と記載がありますが事
業説明会の実施～の間違えではないでしょうか。

ご指摘のとおり誤記のため、修正したものを公表しま
す。

45 同上 3 2.4 1 新築住宅への移転

既存住宅に入居する全ての入居者（移転支援対象者）
は、希望があれば、新築住宅に移転できるのでしょう
か。（再度、入居審査等があるのでしょうか。）

ご理解のとおりです。

46 同上 3 2.4 1 新築住宅への移転

移転支援対象者が新築住宅へ移転する場合、住宅使用
料（賃料）は現状と変わるのでしょうか。変わる場合の基
準賃料等をご提示ください。また、その説明は、市が行
うのでしょうか。

住宅使用料（賃料）の変更を伴う場合の資料は、事業契
約締結後に提示します。説明についてはＰＦＩ事業者によ
り実施していただきます。

47 同上 18 5.4 4 （3）
仮移転説明会の実施の関

連書類

書類名称：市営住宅入居請書の内容欄の記載が違うよ
うですが。手順欄についても記載通りでしょうか。

ご指摘のとおり誤記のため、修正したものを公表しま
す。

48 同上 29 7.2 2 移転期間

事業説明会の実施予定日から退去の完了予定日までの
期間（移転期間）は、６か月以内までで業務計画書に定
める期間とする。と記載がありますが、6ヶ月以内の期
間を短縮しても良いということでしょうか。

入居者の移転に必要な準備期間が確保されていれば
6ヶ月以内の期間を短縮することを可とします。

49 同上 30 7.3 支援の対象者

記載内容が誤りではないでしょうか。 ご指摘のとおり誤りのため、要求水準書移転支援業務
編を修正します。

50 同上 18 5.4 4 （3）
仮移転説明会の実施の関

連書類

市営住宅入居請書の内容、手順項目の記載内容が誤り
ではないでしょうか。

ご指摘のとおり誤記のため、修正したものを公表しま
す。
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51 同上 18 5.4 4 （3）
仮移転説明会の実施の関

連書類

市営住宅入居請書関連の質問として仮移転先の使用
料、保証金の目安をご提示ください。また、住替えにつ
いても同様にご提示ください。

仮移転先の使用料については、事業契約締結後に資料
を提供いたします。建替事業に伴う住替えのため、保証
金を新たに徴収することはありません。

52 同上 2 2.2 ＰＦＩ事業者の業務範囲

入居者支援業務に関して、移転支援対象者に対して必
要な場合は、市のサポートを頂ける認識でよろしいで
しょうか。

移転対象者に市のサポートが必要な場合、資料提供等
は可能です。

53 同上 5 3.2 1
業務計画書の作成及び提

出

市の業務計画書の承諾期間の目安をご提示ください。
また、市から指摘を受けた場合の再承諾期間も併せて
ご提示ください。

業務計画書の承諾期間は2週間程度、再承諾期間は1週
間程度としてお考えください。

54 同上 14 5.4 2 （2） 仮移転先の検討

市の仮移転先に係る仮決定、仮移転先の仮決定通知書
の作成期間の目安をご提示ください。また、移転承諾書
の内容確認期間についても併せてご提示ください。

仮決定及び仮決定通知書の作成期間、移転承諾書の内
容確認期間は1週間程度としてお考えください。

55 同上 15 5.4 2 （3） 仮決定への意見聴取

市の仮移転先の仮決定通知書の再作成期間の目安をご
提示ください。また、移転承諾書の再内容確認期間につ
いても併せてご提示ください。

仮決定通知書の再作成期間及び移転承諾書の再内容確
認期間は1週間程度としてお考えください。

56 同上 15 5.4 2 （5） 移転承諾書の受領

市の仮移転先決定通知書の作成期間の目安をご提示く
ださい。

仮移転先決定通知書の作成期間は2週間程度としてお
考えください。

57 同上 36 8.4 3 （2） 移転承諾書の受領

市の本移転先決定通知書の作成期間の目安をご提示く
ださい。また、本移転承諾書の内容確認期間についても
併せてご提示ください。

本移転先決定通知書の作成期間及び本移転承諾書の内
容確認期間は2週間程度としてお考えください。

58 同上 13 5.2 1 業務期間

入居者移転支援業務は、何時から開始してよろしいで
しょうか。

事業契約締結後に開始してください。

59 同上
全
般

入居者移転支援業務

入居者移転支援業務について、必要があれば、ノウハウ
等をご指導頂けるのでしょうか。

入居者移転支援業務に関して必要となる資料提供等は
可能です。

60
 入居者支援
業務編別紙1

1 2
入居者の年齢構成等につい

て

年齢区分に継続、仮移転と記載がありますがどのよう
な意味でしょうか。

仮移転は建替前のA街区に入居していた方、継続はA街
区の建替前からC-1街区に入居していた方を意味しま
す。

61
 入居者支援
業務編別紙1

1 1 入居者の世帯構成

説明、手続き等について外国人入居者は日本語を理解
できるのでしょうか。難しい場合は市として何かサポー
トはあるのでしょうか。身障者、後期高齢者等について
も何かサポートはあるのでしょうか。

入居者の中には、手続が困難な外国人入居者や身障
者、後期高齢者もいます。
市では、手話通訳者の紹介等が可能です。

62
 入居者支援
業務編別紙2

1 1 住戸の状況

Ａ街区仮移転時修繕済み欄に住戸数の記載があります
が、修繕してからは未使用（入居無し）ということでしょ
うか。今回修繕無しに仮移転先として利用可能でしょう
か。修繕時期はいつでしょうか。

修繕後、一度は入居している、又は現在も入居中の住戸
のため、必要に応じて修繕をすることで仮移転先として
利用可能です。
修繕は令和4年度に実施しています。
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洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　要求水準書に関する質問書（令和８年６月22日公表）

63
 入居者支援
業務編別紙2

1 1 住戸の状況

Ａ街区仮移転時修繕済み欄に住戸数の記載があります
が、利用可能住戸数の内で修繕済み住戸数ということ
でしょうか。また、修繕済みの階別空住戸数をご提示く
ださい。

ご理解のとおりです。
修繕済みの階別空住戸数を示す表を追加します。

64

 市営住宅整
備等業務編
別紙１ 施設
設計要領

14 4.4 1 平面計画

（ｳ）各就寝室の様式（和室・洋室・和洋室）は住戸プラン
に応じて適切に選択すること。と記載がありますが、市
として明確な基準はなく、ＰＦＩ事業者による提案と考え
てよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

65 同上 49 7.5 駐車場

車いす使用者用の駐車場は必要との認識でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

66 同上 25 5 6 ア (イ） 便所・平面計画

プランによりPSの点検は住戸内からでも良いでしょう
か、ご教示ください。

計画上やむを得ない場合を除き、住戸外からとしてくだ
さい。

67 同上 26 5 6 キ (ア） 便所・換気扇

天井扇はプランにより単独換気に限らず、３室換気（浴
室、洗面室、便所）でも良いでしょうか、ご教示くださ
い。

維持や保守管理コスト等の上昇を伴わない範囲であれ
ば、ご提案を妨げるものではありません。

68 同上 26 5 7 ア (ア） 台所・平面計画

プランによりPSの点検は住戸内からでも良いでしょう
か、ご教示ください。

No.66の回答をご参照ください。

69 同上
26
27

5 7
ア
オ

(ア）
（イ）

台所・平面計画

２DK、２LDK、３DKのキッチン台の幅の記載に相違が
あります。2000mmとして宜しいでしょうか。ご教示く
ださい。

ご指摘のとおり2,100mmが正のため、別紙１　施設設
計要領を修正したものを公表します。

70 同上 36 6 3 オ (ア） 共用階段

屋上へ上がる開口部はハッチなしのため、雨が入り込む
考えでよろしいでしょうか、ご教示ください。

6.3.共用階段　ア　平面計画に記載のとおり、屋上部は
原則として屋根を設ける計画としてください。
屋上からアンテナ等を保守点検するために設置するタ
ラップ等であれば、ご理解のとおりです。

71 同上 37 6 4 ア (ウ） 共用廊下

アルコーブから飛び出した住戸扉は、概ね何センチぐら
いが影響ないのでしょうか、ご教示ください。

廊下の有効幅員を1,200mm以上確保できるようアル
コーブを計画してください。

72 同上 9 4 1 オ (ア)
倉庫(建物管理用)【市営住

宅課使用】

【算出式】Ａ=× （1.8～2.5）㎡について、倉庫面積の求
め方をご教示ください

一部脱字がありましたので修正したものを公表します。

73
市営住宅整
備等業務編
添付資料4

1 解体対象既存住宅等図面

既存解体対象範囲（水色部分）の周りにフェンスが存在
しますが、残置と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。



該当箇所 質問内容 回答

第 1 (1) ア (ア) 項目名
No. 資料名 頁

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　要求水準書に関する質問書（令和８年６月22日公表）

74

03【参考資
料３】アスベ
スト含有調査
報告書

市営洋光台住宅20棟　平
面図

ＰＣＢ分析必要の記載があります。PCBは、調査・処分
等対応済みで、現状は無しとの理解でよろしいでしょう
か。有る場合は、今回の事業とは別途で処分する理解で
よろしいでしょうか。

PCBの調査・分析は行っています。分析の結果、判定基
準を超えるＰＣＢが確認された場合は、処分（保管）は市
で行いますが、露出・分離等についてPFI事業者に協力
を求めます。
詳細は、実施設計及び解体設計の策定段階において、
市と別途協議をお願いします。

75
要求水準書
市営住宅整
備等業務編

23 7.2 3 解体撤去設計

解体撤去設計については、具体的に方法、手順等を検
討する考えてよろしいでしょうか。既存図面をデータ化
し数量等を算出する業務は必要なしとの理解でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

76
要求水準書
市営住宅整
備等業務編

23 7.2 5 工事の範囲

既存建物竣工図によると既存杭の杭頭高さが地盤面下
1m程度と想定されます。、市の財政負担の軽減等を考
慮して、地盤面下1m程度までの範囲をすべて(基礎・杭
等)として頂けないでしょうか。

原則として、7.2.5.工事の範囲に記載のとおり、地下部
分においては地盤面下2.0ｍまでの範囲すべて(基礎・
杭等)及び新築住宅等の建設にあたって支障のある部
分の解体・撤去してください。
なお、7.3.その他特に注意すべき事項に記載の杭その
他やむを得ず残存する工作物がある場合は、その位置、
残存形状を記録し、写真とともに市に報告することを条
件とし、撤去範囲について協議に応じます。

77
要求水準書
入居者支援
編

5 4 3 (4) 修繕に係る費用の取り扱い

PFI事業者が移転先の修繕費用を負担した場合の支払
時期はいつでしょうか。

事業契約書に記載のとおり、入居者の移転が完了し、市
が（仮）本移転完了確認書をPFI事業者に交付し、PFI
事業者から市の定める様式による請求書の提出を受け
た日から30日以内にPFI事業者へ支払います。

78
要求水準書
入居者支援
編

5 4 7 (1) 引越しの支援

引越し費用はＰＦＩ事業者の立替負担になるのでしょう
か。

事業契約書（案）による移転実費（引っ越しサービス費、
仮移転先修繕費）については、Ｎｏ．７7の回答をご参照
ください。

79
要求水準書・
市営住宅整
備等業務編

14 3 2 事業用地に関する事項

事業用地の範囲がわかる「添付資料3・事業用地現況
図」のＣＡＤデータ（ＤＸＦ）を提供頂けますでしょうか。ま
た、令和7年12月22日の質問回答書で、「Ｘ－Ｙ座標値
により求積した座標求積図」を提供頂けるとのことでし
た。合わせ提供頂けますでしょうか。

現況図作成の基データとなった測量成果品のCADデー
タの提供は可能です。
また、Ｘ－Ｙ座標値により求積した座標求積図も提供可
能ですので、件名を「【洋光台住宅（C‐1街区）質問回答
参考資料送付希望】（事業者名）と表記する。）としてkc-
shieijigyo@city.yokohama.lg.jp宛にメールにて
ご連絡ください。



該当箇所 質問内容 回答

第 1 (1) ア (ア) 項目名
No. 資料名 頁

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　要求水準書に関する質問書（令和８年６月22日公表）

80 同上 16 4 2 2
外構計画における基本的な

考え方

グリーンインフラ（貯留浸透施設）の雨水貯留能力など
の目安の数値はありますか。また、例示にある浸透性ア
スファルト舗装など、必ずしも大規模な雨水貯留池等を
求めていないという理解でよろしいでしょうか。

前段について、定量的な目安はありません。
後段については、ご理解のとおりです。

81 同上 34 11 2
内覧会対象住戸の整備に関

する業務

内覧会住戸は、原則として各タイプ別に建物低層部に用
意することとされているが、型別の望ましい配置上、各
タイプを全て低層部に配置することが合理的ではない
と判断される場合、内覧会用住戸を低層部以外として
もよろしいでしょうか。

計画上、支障がある場合は内覧会用住戸を低層部以外
とすることも可とします。

82 別添資料3 事業用地現況図

斜面地から離隔距離等を考慮して、事業用地境界が決
められていると推察されます。外構や住棟配置を検討
するうえで参考になりますので、この離隔距離を設定す
る前提とした斜面地保全の内容、工法について教えて
いただけますでしょうか。

基本計画その２に基づいて事業用境界を想定していま
す。そのため、基本計画その２業務の図面を提供しま
す。
ご希望の方は、「【洋光台住宅（C‐1街区）質問回答参考
資料送付希望】（事業者名）と表記する。）としてkc-
shieijigyo@city.yokohama.lg.jp宛にメールにて
ご連絡ください。



該当箇所 質問内容 回答

第 1 （1） 項目名

1
モニタリン
グ基本計画

2 2 2 書類による確認　表タイトル

「総括管理責任者」との記載がございますが、「統括責任
者」の誤記でしょうか。
正しい表記についてご教示ください。

ご指摘のとおり誤記のため、修正したものを公表しま
す。

2
モニタリン
グ基本計画

2 2 2 書類による確認　表内　①

「市営住宅整備業務に係る総括責任者届」との記載がご
ざいますが、「統括責任者」の誤記でしょうか。
正しい表記についてご教示ください。

ご指摘のとおり誤記のため、修正したものを公表しま
す。

3
モニタリン
グ基本計画

9 3 2 書類による確認　表タイトル

「総括管理責任者」との記載がございますが、「統括責任
者」の誤記でしょうか。
正しい表記についてご教示ください。

ご指摘のとおり誤記のため、修正したものを公表しま
す。

4
モニタリン
グ基本計画

9 3 2 書類による確認　表内　①

「移転支援業務に係る総括責任者届」との記載がござい
ますが、「統括責任者」の誤記でしょうか。
正しい表記についてご教示ください。

ご指摘のとおり誤記のため、修正したものを公表しま
す。

5
モニタリン
グ基本計画

11 3 2
表：退去支援業務責任者が作成する提

出書類　表内　①

「業務計画書（住替え支援業務）」と記載がございます
が、「退去支援業務」の誤記でしょうか。正しい表記につ
いてご教示ください。

ご指摘のとおり誤記のため、修正したものを公表しま
す。

6
モニタリン
グ基本計画

11 3 2
表：本移転支援業務責任者が作成する

提出書類　表内　①

本移転支援業務の業務計画書提出時期について、「事
業契約後速やかに」と記載がございますが、本業務の開
始まで期間があるため、仮移転支援業務や建設業務の
進捗に応じて計画内容が変動する可能性があるものと
考えられます。

建設業務等と同様に、本移転支援業務についても業務
開始前までに提出する取扱いとすることは可能でしょ
うか。ご教示ください。

ご提案を踏まえて、本移転支援業務は業務開始前まで
に業務計画書を提出することとするため、モニタリング
基本計画を修正します。

No. 資料名 頁

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　モニタリング基本計画に関する質問書（令和８年６月22日公表）



回答

1. （1） ア 項目名

1
別紙１　審査
の視点

7～9 対象様式記載欄

対象様式の記載欄が空白となっているように見受けら
れます。
記載内容の有無も含め、ご確認いただけますでしょう
か。

ご指摘のとおり、対象様式を修正します。

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　落札者決定基準に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容



該当箇所 質問内容 回答

項目名

1
様式集
Word形式

2 提出書類一覧

提案書作成にあたり、事業全体の方向性や基本的な考
え方を示す「実施方針（コンセプト）」は、一般的に提案の
冒頭において整理・記載される重要な項目であると認
識しておりますが、本件提案書様式には当該内容を記
載する様式が設けられていないものと理解しておりま
す。
つきましては、提案の趣旨や全体像をより明確に示す
観点から、「実施方針（コンセプト）」に関する様式を（様
式7-1表紙の後に）追加していただくことをご検討いた
だけないでしょうか。

新たに実施方針（コンセプト）を記載する任意様式を追
加します。

2
様式集
Word形式

2 提出書類一覧

提案書作成にあたり、事業全体の方向性や基本的な考
え方を示す「実施方針（コンセプト）」は、一般的に提案の
冒頭において整理・記載される重要な項目であると認
識しておりますが、本件提案書様式には当該内容を記
載する様式が設けられていないものと理解しておりま
す。
つきましては、提案の趣旨や全体像をより明確に示す
観点から、「実施方針（コンセプト）」に関する様式を（様
式8-2提案図面一覧表の後に）追加していただくこと
をご検討いただけないでしょうか。

新たに実施方針（コンセプト）を記載する任意様式を追
加します。

3
様式集
Word形式

2 提出書類一覧

様式８において、外観透視図（鳥瞰）および外観透視図
（目線）の提出枚数が各１枚とされておりますが、提案内
容をより適切に表現する観点から、枚数については適
宜とすることをご検討いただけないでしょうか。

透視図の枚数については鳥瞰、目線ともに適宜としま
す。

4
様式集
Word形式

5

3　書類提出要領

(8)設計建設図面集に関
する提出要綱

エ

事業用地内における新築住宅等の配置を表現する提出
図面について、「図面左側を北としてレイアウトするこ
と」との記載がございますが、本計画敷地は東西方向に
長い形状であることから、図面上側を北とした方が配
置計画や動線計画等をより適切に表現できるものと考
えております。
つきましては、図面の方位については上側を北とする
レイアウトとしても差し支えないか、ご教示ください。

ご指摘のとおり、本事業の対象敷地は東西に長い形状
のため、図面上側を北として差し支えありません。

5
様式集
Word形式

31 様式9-1（未記載）

本様式において、事業提案書の概要（公表用）に関する
確認欄が見当たらないように見受けられますが、本様
式は提出物の確認を目的とした様式であると認識して
おります。
当該資料についても確認欄を設ける必要があるかにつ
いて、ご教示ください。

ご指摘のとおり、事業提案書の概要（公表用）に関する
確認欄を追加します。

様式5-5
入札及び提案書類の確認
書

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　様式集に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
様式番号 様式名

様式７

様式８

様式８



該当箇所 質問内容 回答

項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　様式集に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
様式番号 様式名

6
様式集
Word形式

40
～
50

各様式の枠内に記載されている様式名や様式番号の場
所及び文字サイズは変更しても問題ないでしょうか。
例：
「様式名の文字サイズを小さくし、枠内の上部に1行で
配置」「様式番号は枠外右上に配置」など

様式名及び文字サイズについては、任意の文字サイズ
に変更可とします。
様式番号の場所については、右上であれば位置の変更
を可とします。

7
様式集
Excel形式

3　入居者移転支援費の内
訳

(2)入居者移転支援費(精
算対象分)の内訳

留意事項等「２ 提案時には以下の数値を使用するこ
と。」および当該表内において56世帯との記載がござ
いますが、要求水準書【入居者移転支援業務編】別紙１
「入居者等の状況」では世帯数が55世帯となっており
ます。
提案にあたり、どちらの世帯数を正として取り扱うべき
か、ご教示ください。

56世帯が正のため、別紙１を修正します。

8 入札書類 1 【留意事項等】

１　各項目の積算根拠資料を添付すること。と記載があ
りますが、具体的な積算根拠資料の例をご提示くださ
い。

項目ごとに見積の取得、過年度実績より推定等積算根
拠を記載してください。

9
業務提案書
類

42 一次下請（協力企業）

一次下請（協力企業）を使わず、元請けが業務を行う場
合は、どのような記載をすれば宜しいでしょうか。

元請けが業務を行う場合は、一次下請け（協力企業）の
欄に0とご記載ください。

10
業務提案書
類

42 入居者移転支援業務

精算対象分については、どのような記載をすれば宜し
いでしょうか。（指定された個数、金額が全額精算され
る前提での記載でよろしいでしょうか。）

ご理解のとおり、市指定パラメータに基づいて算定さ
れた金額を見込み額としてご記載ください。

11
添付書類提
出確認書

21 ③、⑤、⑥

資格確認時に添付する、印鑑証明書
納税証明書についてですが
原本の提出でしょうか。
写しの提出でも可能でしょうか。

原本の提出をお願いいたします。

様式7

5-2 入札内訳書

添付書類提出確認書

【様式5-2】 入札内訳書

様式7-4

２ 本事業の実施体制及
び資金計画等に関する事

項
（３）地域経済への貢献

様式7-4

２ 本事業の実施体制及
び資金計画等に関する事

項
（３）地域経済への貢献

様式3-11



該当箇所 質問内容 回答

項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　様式集に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
様式番号 様式名

12
添付書類提
出確認書

21 留意事項等

本様式の留意事項に「企業ごとに本様式を使用し、提出
すること」とありますがグループ内の構成企業（設計企
業・入居者移転支援業務企業等）も作成し提出というこ
とでしょうか。

ご理解のとおりです。

13
添付書類提
出確認書

21 ⑤、⑥

納税証明書について
法人税・消費税の証明が求められますが
その1やその3の3等の指定がありません。
ご教示ください。

納税証明書についてはその３の３をご提出ください。

14
資格申告書
（工事監理
業務）

18 配置予定技術者

入札説明書3.1.2（2）ウの
工事監理企業の項目では、特に技術者の配置は定めら
れておりませんが
様式集の書式内では配置予定技術者を記載する項目が
あります。
やはり、技術者の配置が必要なのでしょうか。

工事監理企業についても、技術者の配置が必要なた
め、入札説明書を「（エ）工事監理企業と入札参加申込書
の受付日から起算して過去３カ月以上の直接的かつ恒
常的な雇用関係がある一級建築士である管理技術者
（工事監理業務の技術上の管理等を行う者をいう。）を
配置できること。なお、落札後、市が必要と認めた場
合、工事監理企業は配置予定技術者（管理技術者）を変
更することができる。」と修正します。

15
様式集
（Word）

全
般

全般

様式集全般についてですが
必要である書類・記載事項の詳細
（条件に該当する場合のみ提出、原本の提出か写しでい
いのか等）を
全体的により詳しく書いて頂きたいです。

写しの提出を可とする書類については、提出書類一覧
に写しと記載する欄を追加します。

16 入札書類 1 【留意事項等】

１　各項目の積算根拠資料を添付すること。と記載があ
りますが、無い場合は添付不要でよろしいでしょうか。

No.8の回答をご参照ください。

17
入札参加資
格確認書類

3 配置予定技術者

落札後、配置技術者の変更は可能でしょうか。 傷病や退職などやむを得ない場合など市の承認を得た
うえで変更可能とします。

3-11 添付書類提出確認書

3-11 添付書類提出確認書

【様式5-2】 入札内訳書

(3-7) 建設業務

全般 全般

3-8 資格申告書（工事監理業務）



該当箇所 質問内容 回答

項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　様式集に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
様式番号 様式名

18
5.入札書類
に関する提
出書類

3　入居者移転支援費の内
訳

（1）入居者移転支援費（精算対象外）の内訳として、住
み替え移転支援業務、退去支援業務についても位置づ
けがないが、その他費用の欄に含まれると解釈してよ
ろしいでしょうか。

Excel様式5-2に記載のとおり、仮移転支援業務費に
含めてご記載ください。

19 同上
3　入居者移転支援費の内

訳

（2）入居者移転支援費（精算対象分）において、住み替
え移転、退去支援業務の位置づけがありませんが、引越
しサービス業務等は同様に発生するものとおもわれま
す。どのように扱えば良いかご教示ください。

市指定パラメータに基づきご提案時には全数仮移転と
して算出してください。
なお、事業終了時には戸数の変更に従い変更します。

20 同上
（4）ライフサイクルコストの

縮減

落札者決定基準・別紙1・審査の視点においても、具体
的な取り組み策を求めており、ライフサイクルコストの
算定までは求めていないということでしょうか。もし算
定を求めるのであれば、各提案者の算定方法の共通化
が必要と考えられるので、これについてお示しいただけ
ますでしょうか。

ライフサイクルコストの算定は、ご提案に係る部分のみ
の算定で足ります。

21
7.業務提案
書類に関す
る提出書類

外枠の大きさは定めがありますが、ページ数は任意で
よろしいでしょうか。

提出書類一覧に枚数の記載があるものを除いて任意で
構いません。

5ー2 入札内訳書

7ー8
3　市営住宅整備業務に

関する事項

5ー2 入札内訳書



該当箇所 回答

条 項 号 項目名

1
基本協定書
(案)

2 1 （16） 定義

事業契約書（案）P3 第１章「定義」においては、（46）「暴
力団経営支配法人等」の記載がございますが、基本協定
書（案）には同様の定義が見受けられません。本件につ
いて、整合上問題ないとの認識でよろしいでしょうか。
ご確認をお願いいたします。

ご指摘を踏まえて、協定書1条に「暴力団経営支配法人
等」の定義を追加し、協定書7条1項の「暴力団等」の定
義に「暴力団経営支配法人等」を加えるよう、協定書を
修正します。

2
基本協定書
(案)

5 10 1 違約金

「落札者の責めに帰すべき事由により、・・・他方、市は何
らの責任も負わない。」と記載がございますが、市及び
落札者双方の準備費用を落札者が負担することに加
え、さらに落札価格の10％に相当する違約金まで課さ
れる構成となっており、落札者に過大な負担が生じる
可能性があるものと考えられます。

事業契約の締結に至らなかった場合であっても、市に
おいては他事業者との契約締結により事業を継続する
ことが可能であることを踏まえると、当該違約金の設定
については必ずしも合理性が明確ではないものと考え
られます。

違約金の規定については削除いただくことは可能で
しょうか。

協定書10条は「落札者の責めに帰すべき事由により、
事業契約の締結に至らなかった場合」に適用されるも
のであり、事業の遅延や新たな事業者の選定等に伴い
市に負担が生じることが想定されるため、一定の合理
性があるものと考えます。

3
基本協定書
(案)

5 10 2 違約金

当該規定については、第１０条第１項の削除を前提とし
た場合、当該規定の根拠又は前提が失われるものと考
えられます。

規定間の整合性を確保する観点から、当該規定は削除
いただくことは可能でしょうか。

（No.2の回答を前提として、）現状の規定を維持するこ
とが相当と考えます。

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　基本協定書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁 質問内容



回答
条 項 号 項目名

1
事業契約書
（案）

2 1 （38） 不可抗力の定義

事業契約書（案）における不可抗力の定義について、昨
今の国際情勢の緊迫化、戦争・武力紛争、経済制裁、輸
送経路の遮断・封鎖、原油その他エネルギー価格又は
主要建設資材価格の変動等の影響により、日本国への
資材等の輸入の減少・遅延や建設工事費の増加が生
じ、工期変更・設計変更・追加費用等が発生する可能性
があると考えられます。

これらの現下の情勢について、不可抗力に該当するも
のとして取り扱う認識でよろしいでしょうか。

不可抗力該当性については、具体的な状況に基づき個
別に検討する必要がありますが、一般的に、物価の変
動に伴う対価の調整については、別紙６、工期変更につ
いては29条、設計変更については16条にそれぞれ基
づき、処理することを想定しており、また、ご指摘のよ
うな事情についても個別具体的な検討を要するため、
現時点で特定の事象について不可抗力として扱うこと
を予定しているものではありません。

2
事業契約書
（案）

5 3 11 計算書類等の取扱い

「市は、第10項の規定により、ＰＦＩ事業者のうち代表企
業及び建設企業より提出を受けた計算書類等を公開す
ることができるものとする。」との記載がございます
が、当該計算書類等は企業の内部情報に該当するもの
であり、市による閲覧にとどまらず公開までを想定す
る必要性・合理性は低いものと考えられます。

本規定については削除又は公開範囲の限定等の見直
しをご検討いただくことは可能でしょうか。

本市においては、PFI事業の実施に係る透明性を確保
するため、モニタリング等の結果について、住民等に対
し積極的に公表することが必要と考えています。この
考えは、国の基本方針やガイドラインにおいても示され
ているため、これまで株主総会で承認を受けた計算書
類など経営状況に関する資料を公表しています。
　なお、公表することにより民間事業者の権利、競争上
の地位その他正当な利益を害するおそれのある事項に
ついては、これを除いて公表するものです。詳細につ
いては、協議の上決定します。

3
事業契約書
（案）

7 10 1 関係者協議会

『洋光台住宅（Ｃ－１街区）建替事業関係者協議会の設
置及び運営に関する要綱』は、いつ頃、示して頂けるの
でしょうか。

事業契約締結後速やかにお示しいたします。

4
事業契約書
（案）

7 9 5 事業日程変更の取扱い

「近隣対策の結果、本件工事の完成の遅延が見込まれ
る場合において、PFI事業者が別紙５の事業日程の変
更を請求した場合は、市及びPFI事業者は協議を行
い、同協議の結果、別紙５の事業日程を変更する必要
が認められる場合は、市は速やかに、同日程を変更す
るものとする。」と記載がございますが、団地住民又は
近隣住民との関係により、PFI事業者の責めに帰すべ
き事由によらず工事の進捗に影響が生じる場合も想定
されることから、このような場合には日程変更が原則
的に認められる取扱いとすることが合理的と考えられ
ます。

遅延原因がPFI事業者の責めに帰すべき事由によるも
のでない限り、市において速やかに事業日程の変更を
行う旨の規定へ見直しいただくことは可能でしょうか。

9条5項は、日程変更の必要性の有無によって日程変
更を行うかどうかが決定される仕組みとなっていま
す。ご提案に係るPFI事業者の帰責性の有無は、必ずし
も日程変更の必要性と関連するものではないところ、
日程変更の要否の判断は、その必要性に基づき判断す
ることが合理的ですので、現状の規定を維持するべき
ものと考えます。

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

5
事業契約書
（案）

9 14 3
基本計画変更における完

了要件の取扱い

「・・なお、基本計画は、当該変更通知を踏まえた修正の
完了を、市が確認した段階で完了するものとし、・・」と
記載がございますが、本項においては、市による変更
は「工期及び対価の支払額の変更を伴わない範囲、か
つPFI事業者提案の趣旨を逸脱しない範囲」とされて
いるところ、当該制約を超える変更が行われた場合に
おいても、市の確認をもって完了とされる構成では、
当該制約の実効性が担保されない可能性があると考
えられます。

当該変更が上記範囲を超える場合には、PFI事業者が
その旨を市に通知した段階でも基本計画の修正が完了
したものと取り扱う等、規定の実効性を担保する観点
から見直しいただくことは可能でしょうか。

14条3項において、提出された設計図書に関する市か
らの変更通知は、工期及び対価の支払額の変更を伴わ
ない範囲、かつＰＦＩ事業者提案の趣旨を逸脱しない範
囲で行うものとされていますので、当該範囲を超えた
変更通知を行うことは想定していません。また、同項で
は、変更すべき点がない場合についても、市が内容を
確認した旨の通知書を交付することとなっていますの
で、市の確認をもって基本計画が完了したものとする
現状の規定は合理性を有するものと考えます。
なお、仮に、市の変更通知が上記範囲を超える場合に
は、PFI事業者においてこれに応じた修正を行う義務
を負うものではありません。
また、基本計画完了後に、市が工事期間の変更を伴う
設計変更又はPFI事業者の提案の範囲を逸脱する設計
変更を求める場合は、16条2項の規定によります。

6
事業契約書
（案）

9 14 5
実施設計変更における変
更範囲の限定及び完了要

件の取扱い

「・・なお、実施設計は、当該変更通知を踏まえた修正が
完了した段階で完了するものとし、・・」と記載がござい
ますが、基本計画においては、「市による変更は、工期
及び対価の支払額の変更を伴わない範囲、かつPFI事
業者提案の趣旨を逸脱しない範囲で行う」との変更範
囲の限定が付されている一方で、実施設計においては
同様の限定が見受けられません。

実施設計においてのみ当該限定を設けない合理性は
乏しいと考えられることから、基本計画と同様に、市に
よる変更範囲の限定を付すとともに、当該範囲を超え
る変更がなされた場合の取扱いについても明確化い
ただくことは可能でしょうか。

ご提案を踏まえて、「ただし、市による変更は、工期及
び対価の支払額の変更を伴わない範囲、かつPFI事業
者提案の趣旨を逸脱しない範囲で行う。」を追加しま
す。
なお、実施設計完了後に、市が工事期間の変更を伴う
設計変更又はPFI事業者の提案の範囲を逸脱する設計
変更を求める場合は、16条2項の規定によります。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

7
事業契約書
（案）

10 15 3
設計変更に伴う費用増減

の取扱い

「・・この場合において、当該変更によりPFI事業者の費
用に増減が生じたときは、市は、合理的範囲内で当該
増加費用相当分を第４５条（市営住宅等整備業務費の
支払い）の対価とは別に追加負担し又は当該減少費用
相当分について第４５条（市営住宅等整備業務費の支
払い）の対価から減額するものとする。・・」と記載がご
ざいますが、市の要請による設計条件の変更に伴い設
計に係る労務又は費用が新たに発生した場合の取扱
い、及び変更前の設計条件に基づき既に負担していた
費用（例：既調達資材等）の取扱いについては必ずしも
明確ではないものと考えられます。

市の要請による変更に起因して新たに発生する設計費
用等については対価の増額事由とすること、また、変
更前の設計条件に基づきPFI事業者が既に負担してい
た費用については対価の減額事由とはならないことを
明確化いただくことは可能でしょうか。

前提として、発生し得る費用増減の内容を契約書で網
羅的に規定することは困難であるところ、15条2項に
基づき市がPFI事業者に対して設計条件の変更を求め
た場合、両者は当該変更について協議するものとされ
ていることから、具体的な費用の内容については当該
協議において明確化されることを想定しています。
そのうえで、ご質問に係る規定は、一般的な契約書の
規定内容として十分な明確性を有しているものと考え
ています。

8
事業契約書
（案）

11 16 3
市要請による設計変更時

の費用増減の取扱い

「市の求めにより設計変更する場合において、当該変
更によりPFI事業者の費用に増減が生じたときは、市
は、合理的範囲内で当該増加費用相当分を第４５条（市
営住宅等整備業務費の支払い）の対価とは別に追加負
担し、又は当該減少費用相当分について第４５条（市営
住宅等整備業務費の支払い）の対価から減額するもの
とする。」と記載がございますが、市の要請による設計
変更に伴い新たに発生する設計に係る労務又は費用
の取扱い、及び変更前の設計に基づきPFI事業者が既
に負担していた費用の取扱いについては必ずしも明確
ではないものと考えられます。

市の要請による変更に起因して新たに発生する設計費
用等については対価の増額事由とすること、また、変
更前の設計に基づきPFI事業者が既に負担していた費
用については対価の減額事由とはならないことを明確
化いただくことは可能でしょうか。

前提として、発生し得る費用増減の内容を契約書で網
羅的に規定することは困難であるところ、1６条１項に
基づき市がPFI事業者に対して設計変更を求めた場
合、同条２項により設計変更を求めた場合のいずれに
おいても、両者は当該変更について協議するものとさ
れていることから、具体的な費用の内容については当
該協議において明確化されることを想定しています。
そのうえで、ご質問に係る規定は、一般的な契約書の
規定内容として十分な明確性を有しているものと考え
ています。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

9
事業契約書
（案）

11 16 4
設計変更における承諾要

件の例外規定

「ＰＦＩ事業者は、事前に市へ報告を行い、その承諾を得
た場合を除き、新築住宅等の設計変更を行うことはで
きないものとする。」と記載がございますが、不可抗力
又は法令の変更に起因して設計変更が必要となる場合
における取扱いが明確ではないものと考えられます。

昨今の国際情勢や経済情勢等を踏まえると、工期変更
や設計変更、追加費用等を要する事態が生じる可能性
も否定できないことから、不可抗力又は法令の変更に
よる場合については、市の事前承諾を要しない例外と
して整理することが合理的と考えられます。

「事前に市へ報告を行い、その承諾を得た場合」の後
に、「又は不可抗力若しくは法令の変更による場合」を
追記いただくことは可能でしょうか。

不可抗力又は法令の変更に起因して設計変更が必要と
なる場合については、16条により処理することが想定
され、当該費用負担においては、同条3項の規定に基
づきそれぞれ、54条、57条で処理され、工期変更につ
いては、29条で処理される仕組みになっているため、
現行の規定に合理性が認められるものと考えられま
す。

10
事業契約書
（案）

11 16 5
設計変更に伴う追加費用

の負担区分

「前項に従いＰＦＩ事業者が事前に市へ報告を行い、そ
の承諾を得て新築住宅等の設計変更を行う場合、当該
変更によりＰＦＩ事業者に追加的な費用が発生したとき
は、ＰＦＩ事業者が当該費用を負担するものとする。」と
記載がございますが、市の責めに帰すべき事由により
設計変更が必要となる場合や、不可抗力又は法令の変
更により設計変更が必要となる場合における費用負担
の取扱いが明確ではないものと考えられます。

特に、市から提供された情報・資料等に起因して設計
変更が必要となる場合には、市が当該費用を負担する
ことが合理的であり、また、不可抗力又は法令の変更
による場合については、それぞれ別途定められている
条項に基づき整理されるべきものと考えられます。

当該規定の末尾に、市の責めに帰すべき事由による場
合の費用負担及び不可抗力又は法令の変更による場
合の取扱いについて明確化する旨の規定を追記いた
だくことは可能でしょうか。

不可抗力又は法令の変更により、新築住宅等の設計変
更を行わなければPFI事業者の義務を履行することが
できない例外的状況においては、第8章の規定により
処理されるのが原則であるところ、16条4項及び5項
は、PFI事業者が設計変更を求める場面を想定してい
るため、追加的な費用についてPFI事業者が負担する
ことにも、一定の合理性があるものと考えられます。

他方、市に帰責性がある場合は、ご指摘を踏まえて、
「ただし、当該変更が市の帰責性によるものである場合
は、当該費用は市が負担する。」を追記し、事業契約書
（案）を修正します。

11
事業契約書
（案）

11 17 3 新築住宅等の建設

現場代理人と監理技術者は兼務できると考えてよろし
いでしょうか。ご教示ください。

兼務も可とし、事業契約書（案）を修正します。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

12
事業契約書
（案）

15 26 3
破壊検査実施要件の明確

化

「・・なお、市は、必要と認める場合は、PFI事業者の費
用をもって必要最低限の破壊検査を行わせることがで
きるものとする。ただし、市は、当該検査への立会い及
び破壊検査の実施を理由として、本件工事の全部又は
一部について何らの責任を負担するものではない。」と
記載がございますが、「必要と認める場合」との規定で
は、施工不良等に関する特段の根拠がない場合であっ
ても、市の判断のみによりPFI事業者が破壊検査費用
を負担する可能性があるものと考えられます。

破壊検査は施工物の毀損を伴うものであり、実施の要
否については客観的かつ合理的な根拠に基づき判断
されるべきと考えられることから、「必要と認める場合
は」を「客観的かつ合理的な根拠をもって必要性が認め
られる場合は」と修正いただくことは可能でしょうか。

ご提案を踏まえて、「・・・なお、市は、客観的かつ合理的
な根拠をもって必要性が認められると判断した場合
は、ＰＦＩ事業者の費用をもって必要最低限の破壊検査
を行わせることができるものとする。ただし、市は、当
該検査への立会い及び破壊検査の実施を理由として、
本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担
するものではない。 」と修正します。

13
事業契約書
（案）

17 29 2 工事期間変更事由の整理

「PFI事業者が不可抗力又は法令の変更等により工事
期間を遵守できないことを理由として工事期間の変更
を請求した場合、市とPFI事業者は協議により当該変
更の当否を定めるものとする。」と記載がございます
が、PFI事業者の責めに帰すべき事由によらず工事期
間の変更を要する場面としては、不可抗力や法令の変
更に加え、市の責めに帰すべき事由に起因する場合も
想定されるものと考えられます。

例えば、市から提供された情報・資料等の誤りにより工
期への影響が生じる場合には、当該事由に基づき工期
変更の協議対象とされることが合理的と考えられま
す。

このため、工事期間の変更事由として「市の責めに帰す
べき事由」を明確に含める形で整理いただくことは可
能でしょうか。

ご指摘を踏まえて、事業契約書（案）を「PFI事業者が不
可抗力、法令の変更又は市の責めに帰すべき事由によ
り工事期間を遵守できないことを理由として工事期間
の変更を請求した場合、市とPFI事業者は協議により
当該変更の当否を定めるものとする。」と修正します。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

14
事業契約書
（案）

17 29 3 工事期間決定権限の整理

「前２項において、市とPFI事業者の間において協議が
調わない場合、市が合理的な工事期間を定めるものと
し、PFI事業者はこれに従わなければならない。」と記
載がございますが、PFI事業者の責めに帰すべき事由
によらず工事期間の変更が必要となる場合において
も、最終的に市の判断により工事期間が定められる構
成となっております。

このような取扱いは、当初設定された工事期間の前提
や、帰責性に応じたリスク分担の考え方と整合しない
可能性があるものと考えられます。特に、市の要請や不
可抗力等により工期変更が必要となる場合において、
PFI事業者に不利な期間設定となる懸念があるものと
考えられます。

PFI事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に
は、PFI事業者において合理的な工事期間を設定し、こ
れに基づき事業日程を変更する取扱いとするなど、帰
責性に応じた整理へ見直しいただくことは可能でしょ
うか。

29条3項は「協議が調わない場合、市が合理的な工事
期間を定める」としており、市において合理性のない工
事期間を定めることができるものではありません。
双方の協議を前提として、協議が調わない場合に工事
が停滞してしまうことを避ける趣旨から、市が合理的
な期間を定めることができることとしているものであ
り、現状の規定に合理性があるものと考えます。
なお、工事期間の変更による増加費用又は損害につい
て、市の責めに帰すべき事由による場合は31条1項
が、不可抗力による場合は同条3項が、法令の変更に
よる場合は同条4項が、それぞれ適用されます。

15
事業契約書
（案）

17 30 2
工事一時中止時の工期変

更の取扱い

「市は、前項に従い本件工事の全部又は一部の施工を
一時中止させた場合、必要があると認めるときは工事
期間を変更することができる。」と記載がございます
が、市の求めにより工事を一時中止した場合において
も、工事期間の変更が市の裁量に委ねられている構成
となっております。

このような取扱いは、PFI事業者の責めに帰すべき事
由によらない工事中止であるにもかかわらず、適切な
工期調整がなされない可能性がある点で不合理と考
えられます。

市の求めにより工事を一時中止した場合には、PFI事
業者が合理的な工事期間の変更を求めることができ、
これに基づき事業日程を変更する取扱いとするなど、
整理いただくことは可能でしょうか。

市が30条1項に基づき施工を一時中止した場合で
あって、PFI事業者の責めに帰すべき事由によらずに
工事期間の変更が必要となった場合には、同条2項に
基づき市が工事期間を変更することができますが、当
該変更によっても工事期間が足りないとPFI事業者が
考える場合には、29条2項に基づき工事期間の変更を
請求することができ、市は、その当否について協議しな
ければなりません。また、当該協議が調わない場合に、
市が定めることができるのは「合理的な工事期間」です
ので（同条3項）、市において合理性のない工事期間を
定めることができるものではありません。したがって、
現状の規定には合理性があるものと考えます。
なお、工事期間の変更による増加費用又は損害につい
て、市の責めに帰すべき事由による場合は31条1項
が、不可抗力による場合は同条3項が、法令の変更に
よる場合は同条4項が、それぞれ適用されます。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

16
事業契約書
（案）

20 37 6
改善要求措置発動要件の

明確化

「PFI事業者による入居者移転支援業務の遂行が業務
水準又は入居者移転支援業務計画書の内容を充足せ
ず又は逸脱していると市が判断した場合には、市は当
該業務について改善要求措置を行うものとし、PFI事
業者はこの要求に従わなければならない。」と記載がご
ざいますが、「市が判断した場合」との規定では、当該
違反の有無が市の主観的判断のみにより決せられる構
成となっております。

改善要求措置への対応義務や支払留保の要件ともなり
得る重要な判断であることから、業務水準又は計画書
への不適合については、客観的かつ合理的な根拠に基
づき認められる必要があるものと考えられます。

「市が判断した場合」との文言を削除し、客観的事実に
基づき不適合が認められる場合に限定する形で整理い
ただくことは可能でしょうか。

ご指摘を踏まえて、事業契約書（案）を「～を充足せず
又は逸脱しているとの合理的な根拠に基づいて市が判
断した場合には、市は当該業務について改善要求措置
を行うものとし、PFI事業者はこの要求に従わなけれ
ばならない。」と修正します。

17
事業契約書
（案）

21 40 1 仮移転未了事由の明確化

「PFI事業者の責めによらない事由により、仮移転支援
業務期間中に仮移転が終了しない場合、・・」と記載が
ございますが、仮移転が終了しない事由としては、入居
者が立退きや仮移転に応じない場合が想定されるもの
の、その取扱いが明確ではないものと考えられます。

特に、入居者対応に起因する未了については第４０条
に基づく処理の対象となることを明確にする必要があ
るものと考えられます。

入居者が立退きや仮移転に応じない場合を明示的に
含める形で整理いただくことは可能でしょうか。

入居者が立退きや仮移転に応じない場合について、そ
の原因がPFI事業者の責めによらない事由であるとき
は、原案で対処されます。他方、その原因にPFI事業者
の帰責性があるときは、PFI事業者が追加費用等を負
担することが合理的ですので、40条1項が適用されな
いことに合理性が認められます。
したがって、原案の記載に合理性が認められるものと
考えます。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

18
事業契約書
（案）

21 40 1
仮移転支援業務期間延長
時の事業日程変更の取扱

い

「PFI事業者の責めによらない事由により、仮移転支援
業務期間中に仮移転が終了しない場合、・・」と記載が
ございますが、当該事由により仮移転支援業務期間が
延長された場合における、事業日程全体の取扱いが明
確ではないものと考えられます。

仮移転支援業務期間の延長に伴い、後続工程にも影響
が及ぶことが想定されることから、PFI事業者が事業
日程の変更を請求した場合には、市において速やかに
当該日程を変更する旨を明確化いただくことは可能で
しょうか。

ご提案を踏まえて、
「４ 第１項に基づき、仮移転支援業務を３か月間延長し
たことにより工事期間を遵守できないことを理由とし
て、PFI事業者が工事期間の変更を請求した場合、市
とＰＦＩ事業者は協議により当該変更の当否を定めるも
のとする。
５ 前項において、市とＰＦＩ事業者の間において協議が
調わない場合、市が合理的な工事期間を定めるものと
し、ＰＦＩ事業者はこれに従わなければならない。
６ 第１項にかかわらず、ＰＦＩ事業者の責めに帰すべき
事由により、仮移転支援業務期間中に仮移転が終了し
ない場合、ＰＦＩ事業者は、市の指示に従って、ＰＦＩ事業
者の費用で仮移転等支援業務を行うものとする。 」
と事業契約書（案）を修正します。

19
事業契約書
（案）

21 40
解体除却未着手時の対応

措置

第２項に関連して、入居者が立退きや仮移転に応じな
い場合等により、既存住宅等の解体除却に着手できな
い場合における取扱いが明確ではないものと考えられ
ます。

当該事象が長期化した場合、本事業の進行が停止した
状態となることが想定されることから、PFI事業者に
おいては、事業の一部又は全部の中止、事業日程の変
更請求、さらには一定期間経過後の契約解除といった
対応が可能となる整理が必要と考えられます。

このような観点から、解体除却に着手できない場合の
措置として、中止・事業日程変更・契約解除等を規定す
る条項を追加いただくことは可能でしょうか。

入居者が立退きや仮移転に応じない場合について、
40条2項や41条2項により、PFI事業者は、仮移転支
援業務や本移転支援業務の履行を免れます。その上
で、既存住宅等の解体除却については、入居者が仮移
転等によりすべて移転したことについて市の確認を受
けるまでは着手することができません（17条2項）。
この点、当該事象が市及びＰＦＩ事業者のいずれの責め
にも帰すことのできない事由である場合、不可抗力に
該当する可能性があるところ、それによる工事期間の
変更による損害の負担は、市営住宅等整備業務費の
１％を超える金額について市が負担することとなりま
す（31条3項、54条2項）。そのため、当該状態が長期
化するほど市の負担が大きくなるリスクがあるため、
市としても状況に応じて契約解除を含む対応を取るこ
とを想定しており、当該状態が長期的に放置されるこ
とは想定しておりません。
他方、入居者対応はPFI事業者の業務として明示され
ているところであり（38条）、その誠実な履行を確保す
る観点からも、PFI事業者独自の判断による中止・日程
変更・解除等を規定することは考えておりません。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

20
事業契約書
（案）

22 41 1
本移転支援業務期間延長
時の事業日程変更の取扱

い

本移転支援業務期間の延長に関する規定について、当
該延長が生じた場合における事業日程全体の取扱い
が明確ではないものと考えられます。

本移転支援業務期間の延長に伴い、後続工程にも影響
が及ぶことが想定されることから、PFI事業者が別紙５
の事業日程の変更を請求した場合には、市において速
やかに当該日程を変更する旨を明確化いただくことは
可能でしょうか。

ご提案を踏まえて、
「４ 第１項に基づき、本移転支援業務を３か月間延長し
たことにより工事期間を遵守できないことを理由とし
て、PFI事業者が工事期間の変更を請求した場合、市
とＰＦＩ事業者は協議により当該変更の当否を定めるも
のとする。
５ 前項において、市とＰＦＩ事業者の間において協議が
調わない場合、市が合理的な工事期間を定めるものと
し、ＰＦＩ事業者はこれに従わなければならない。
６ ＰＦＩ事業者は、ＰＦＩ事業者の責めに帰すべき事由に
より本移転期間内に本移転支援業務が終了しなかった
場合、本移転期間終了後も速やかに当該業務を履行し
完了しなければならない。 この場合、ＰＦＩ事業者は当
該遅延に伴う合理的な増加費用を負担しなければなら
ない。 」
と事業契約書（案）を修正します。

21
事業契約書
（案）

22 42 2
入居者移転支援業務中止
時の期間変更の取扱い

「市は、前項に従い、入居者移転支援業務の全部又は一
部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは
入居者移転支援業務期間を変更することができる。」と
記載がございますが、市の求めにより入居者移転支援
業務を一時中止した場合においても、業務期間の変更
が市の裁量に委ねられている構成となっております。

このような取扱いは、PFI事業者の責めに帰すべき事
由によらない業務中止であるにもかかわらず、適切な
期間調整がなされない可能性がある点で不合理と考
えられます。

市の求めにより入居者移転支援業務を一時中止した場
合には、PFI事業者が合理的な業務期間の変更を求め
ることができ、これに基づき事業日程を変更する取扱
いとするなど、整理いただくことは可能でしょうか。

ご提案を踏まえて、
「５ 第2項に基づき、入居者移転支援業務を一時中止
したことにより工事期間を遵守できないことを理由と
して、PFI事業者が工事期間の変更を請求した場合、市
とＰＦＩ事業者は協議により当該変更の当否を定めるも
のとする。
６ 前項において、市とＰＦＩ事業者の間において協議が
調わない場合、市が合理的な工事期間を定めるものと
し、ＰＦＩ事業者はこれに従わなければならない。 」
と事業契約書（案）を修正します。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

22
事業契約書
（案）

25 49 3
出来形確認における破壊

検査要件の明確化

「市は、必要があると認められるときは、その理由を
PFI事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊し
て確認することができる。」と記載がございますが、「必
要があると認められるとき」との規定では、当該確認の
要否が市の裁量的判断に委ねられている構成となって
おります。

出来形部分の破壊を伴う確認は施工物の毀損を伴う
ものであることから、その実施の要否については客観
的かつ合理的な根拠に基づき判断される必要がある
ものと考えられます。

「必要があると認められるときは」を「客観的かつ合理
的な根拠をもって必要性が認められる場合は」とする
形で整理いただくことは可能でしょうか。

ご提案を踏まえて、「この場合において、市は、客観的
かつ合理的な根拠をもって必要性が認められると判断
した場合は、その理由をＰＦＩ事業者に通知して､出来形
部分を最小限度破壊して確認することができる。なお、
市は、本項による確認を行ったことを理由として、本件
工事の全部又は一部について何らの責任を負担するも
のではない。  」と事業契約書（案）を修正します。

23
事業契約書
（案）

27 51 2
遅延損害金の算定基礎及
び損害賠償範囲の整理

「PFI事業者は市に対して、市営住宅等整備業務費につ
き遅延日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関
する法律第８条第１項の規定により財務大臣が決定す
る割合で計算した約定遅延損害金及び市に生じた損害
が約定遅延損害金の額を超過する場合にはこの超過
分相当額の賠償金をあわせて支払わなければならな
い。」と記載がございますが、既に履行済みの業務に対
応する対価部分も含めて遅延損害金の算定対象とさ
れている点、並びに約定遅延損害金に加えて実損相当
額の賠償まで求められる構成となっている点につい
て、PFI事業者に過大な負担となる可能性があるもの
と考えられます。

既履行部分に対応する対価については遅延損害金の
算定基礎から控除することが合理的であり、また、遅延
損害金は損害賠償額の予定として整理されるべき性質
のものであることから、これと併せて実損賠償まで求
める構成については見直しの余地があるものと考えら
れます。

遅延損害金の算定対象を既履行部分を控除した残額
とすること、及び実損賠償との重複請求を排除する形
で整理いただくことは可能でしょうか。

ご提案を踏まえて、「この場合において、履行期限まで
に契約の一部を履行したと市が認めたときは、これに
相当する金額を市営住宅等整備業務費から控除して得
た額を市営住宅等整備業務費とみなして計算する。た
だし、控除すべき金額を計算できない場合は、この限り
でない。」を追記し、事業契約書（案）を修正します。
また、質問後段の実損賠償に関するご要望は、現行規
定でも「市に生じた損害が約定遅延損害金の額を超過
する場合にはこの超過分相当額の賠償金」としており、
損害を二重に請求するものではないため、原案の記載
に合理性があるものと考えます。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

24
事業契約書
（案）

27 51 3
不可抗力遅延時の損害負

担の見直し

「・・当該遅延に伴い市又はPFI事業者が負担した合理
的な増加費用又は被った合理的な損害については、
PFI事業者は市営住宅等整備業務費の１％までの損害
額を負担し、市はその余を負担する。」と記載がござい
ますが、不可抗力に起因する遅延に係る損害につい
て、PFI事業者に一定割合の負担を求める構成となっ
ております。

不可抗力による事象は当事者双方の帰責によらないも
のであることから、当該損害について一方当事者に一
定割合の負担を求めることは、公平性の観点から疑義
があるものと考えられます。特に、昨今の国際情勢や経
済情勢等を踏まえると、当該リスクは現実的に顕在化
する可能性があるものと考えられます。

不可抗力に起因する遅延に係る増加費用及び損害に
ついては、各当事者がそれぞれ負担する整理とするこ
とは可能でしょうか。

現行規定は、不可抗力による損害について、一定金額
まではPFI事業者が負担し、それを超える金額は市が
負担することとなっており、一方を過度に利する内容
ではないものと考えています。PFI事業者が入札に参
加する際、不可抗力による損害の上限を予測可能とす
ることで、事業採算性の判断を容易にするという観点
からも、現行規定には合理性があるものと考えます。

25
事業契約書
（案）

28 52 3
契約不適合責任期間にお
ける民法適用範囲の明確

化

「民法第637条第1項の規定は、品確法に定める部分
を除き、契約不適合に係る修補等の請求が可能な期間
（以下「契約不適合責任期間」という。）については適用
しない。」と記載がございますが、第５２条第２項におい
ては、受注者の故意又は過失による契約不適合の場合
には同条第１項の期間制限を適用しない旨が定められ
ており、この場合には民法の規定に従う趣旨と解され
ます。

当該規定との関係において、民法第637条第1項の適
用範囲が必ずしも明確ではないものと考えられます。

第５２条第２項の場合についても民法第637条第1項
が適用される旨を明確化する観点から、「前項の場合
及び」を追記する形で整理いただくことは可能でしょう
か。

52条2項が前提としている「契約不適合が受注者の故
意又は重過失により生じたものであるとき」は、基本的
に、民法637条2項の規定が適用され、同条1項の適
用は排除されることが想定されます。そのため、52条
3項の規定は現状を維持することが適切と考えていま
す。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

26
事業契約書
（案）

29 53 1
不可抗力該当性判断に係

る確認手続の見直し

「・・その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこ
れを相手方に通知（以下、本条及び次条において「履行
不能通知」という。）し、当該債務が不可抗力により履行
不能であるとの相手方の確認を得るものとする。当該
履行不能通知を受けた相手方は、当該債務が不可抗力
により履行不能であると認められる場合、速やかに確
認結果を通知（以下「履行不能確認通知」という。）する
ものとする。」と記載がございますが、不可抗力該当性
の判断について相手方の確認を要する構成となってお
ります。

不可抗力該当性は客観的事実に基づき判断されるべ
き事項であり、一方当事者の判断により左右される構
成とすることは適切ではないものと考えられます。

履行不能通知については通知により足りるものとし、
相手方による確認を要しない形で整理いただくことは
可能でしょうか。

不可抗力に該当する場合には、第53条第2項により当
該債務に係る履行義務及び対価支払請求権の双方が
消滅するという重大な法的効果が生じることから、当
該事実関係を当事者間で確認する必要性は高く、ま
た、第53条第3項及び第4項において、当事者間で認
識が一致しない場合の処理手続が規定されていること
から、客観的に不可抗力に該当する場合には、その効
果が確実に生じる仕組みとなっています。したがって、
現状の規定には合理性が認められるものと考えます。

27
事業契約書
（案）

29 53 2
履行不能通知規定の整合

性確保

「前項の場合において、その相手方から履行不能確認
通知を受けた市又はＰＦＩ事業者は、・・」と記載がござ
いますが、第５３条第１項において履行不能確認通知に
係る規定を見直すことを前提とした場合、当該文言と
の整合が図られていないものと考えられます。

履行不能確認通知という概念を用いない整理とする場
合には、履行不能通知を行った当事者を基準とする形
で規定することが適切と考えられます。

「履行不能確認通知を受けた市又はＰＦＩ事業者は」を
「履行不能通知を行った市又はＰＦＩ事業者は」とする形
で整理いただくことは可能でしょうか。

(No.26の回答を前提として、)現状の規定を維持する
ことが相当と考えます。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

28
事業契約書
（案）

29 53 3
不可抗力該当性判断の在

り方の見直し

「第１項において、履行不能通知を受けた相手方が、不
可抗力により履行不能であると認めない場合には、市
及びPFI事業者の間で、不可抗力により履行不能であ
るか否かについて協議をし、協議の結果、履行不能通
知を受けた相手方が不可抗力による履行不能と認めな
い場合は、市の判断に従うものとする。」と記載がござ
いますが、不可抗力該当性の最終判断が市に委ねられ
ている構成となっております。

不可抗力該当性は客観的事実に基づき判断されるべ
き事項であり、一方当事者の判断に最終的に委ねるこ
とは適切ではないものと考えられます。

不可抗力による履行不能か否かについては客観的に
判断されるものとし、客観的に不可抗力による履行不
能と認められる場合には当該規定に従う形で整理いた
だくことは可能でしょうか。

安定的な事業遂行を担保する観点から、不可抗力該当
性について市が判断することとしていますが、市は、不
可抗力により履行不能であることを否定する場合に
は、具体的な履行方法を提示することとなっているた
め（５３条4項）、市が恣意的な判断をすることはでき
ず、現行規定には合理性が認められるものと考えます。

29
事業契約書
（案）

29 53 4
不可抗力条項の整理に伴

う不要規定の削除

当該規定については、第５３条第１項から第３項の修正
により履行不能確認通知の概念及び不可抗力該当性
の判断構造を見直すことを前提とした場合、その前提
に基づく規定内容と整合しないものと考えられます。

当該規定は不要となるものと考えられるため、削除い
ただくことは可能でしょうか。

（No.26の回答を前提として、）現状の規定を維持する
ことが相当と考えます。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

30
事業契約書
（案）

30 54 1
不可抗力時の契約変更規

定の適用場面の整理

「市及びPFI事業者は、前条の規定による履行不能確
認通知を受けた場合、当該不可抗力に対応するため、
双方協議の上、直ちに新築住宅等の設計、本件工事、
入居者移転支援業務、別紙５の新築住宅等の所有権移
転・引渡し日、市営住宅整備等に係る対価等の必要事
項につき、本契約の変更を行う。」と記載がございます
が、第５３条第１項の修正により履行不能確認通知の概
念を用いない整理とする場合、当該規定の適用場面が
明確ではないものと考えられます。

不可抗力による契約変更の適用場面については、第５
３条第１項と同様に、「本契約の締結日以後に不可抗力
により、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに
履行することができなくなった場合」と整理することが
適切と考えられます。

当該規定についても、履行不能確認通知に依拠しない
形へ見直しいただくことは可能でしょうか。

（No.26の回答を前提として、）現状の規定を維持する
ことが相当と考えます。

31
事業契約書
（案）

30 54 2
資材価格変動時の対価調

整規定の明確化

当該規定について、不可抗力に該当しない場合であっ
ても、昨今の国際情勢や経済情勢等の影響により、工
事材料の価格変動が生じ、市営住宅等整備業務費が実
態と乖離する可能性があるものと考えられます。

特に、本件情勢のような特別な要因により資材価格が
大きく変動する場合には、対価の適切な調整が必要と
なることが想定されます。

このような場合に備え、工期内に工事材料の日本国内
における価格に変動を生じ、市営住宅等整備業務費が
不適当となったときには、別紙６「対価の支払い及び物
価変動率による調整」に従う旨を明確化いただくこと
は可能でしょうか。

不可抗力該当性については、具体的な状況に基づき個
別に検討する必要があるため、現時点で特定の事象に
ついて不可抗力として扱うことを予定しているもので
はありません。
ただし、物価の変動に伴う対価の調整については、別
紙６に基づき行うことを想定しています。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

32
事業契約書
（案）

30 55 1
不可抗力時の契約解除権

限の見直し

「市は、PFI事業者と協議を行った上で、本契約を解除
できるものとする。」と記載がございますが、不可抗力
により履行不能等の状況が生じた場合においても、契
約解除の可否が市のみに委ねられている構成となって
おります。

不可抗力は当事者双方の責めに帰すべき事由によらな
いものであることから、このような場合には双方に解
除の判断権限が認められることが公平に適うものと考
えられます。

協議が成立しない場合には、市及びPFI事業者の双方
がそれぞれ契約を解除できる形で整理いただくことは
可能でしょうか。

不可抗力により事業継続が不能となった場合や過分な
費用を要する場合の解除権を市のみに付与する規定
は、公共PFI契約においては一般的な規定です。本事
業についても、その公共性に照らし、事業継続の判断
は市が行うことが合理的と考えます。
なお、54条2項により、不可抗力による損害について
は市営住宅等整備業務費の1％を超える部分は市が負
担するとされていますので、履行不能等の状況にもか
かわらず市が長期間にわたり契約を維持することは想
定しておりません。

33
事業契約書
（案）

31 56 1
法令変更時の履行不能判

断手続の見直し

「・・その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこ
れを相手方に通知（以下「履行不能通知（法令変更）」と
いう。）し、当該債務が法令変更により履行不能である
との相手方の確認を得るものとする。当該履行不能通
知（法令変更）を受けた相手方は、当該債務が法令変更
により履行不能であると認められる場合、速やかに確
認結果を通知（以下「履行不能確認通知（法令変更）」と
いう。）するものとする。」と記載がございますが、法令
変更による履行不能該当性の判断について相手方の
確認を要する構成となっております。

法令変更により履行不能となったか否かは客観的事実
に基づき判断されるべき事項であり、一方当事者の判
断に最終的に委ねられる構成とすることは適切ではな
いものと考えられます。

履行不能通知（法令変更）については通知により足りる
ものとし、相手方による確認を要しない形で整理いた
だくことは可能でしょうか。

法令の変更が生じた場合について、56条2項により当
該債務に係る履行義務及び対価支払請求権の双方が
消滅するという重大な法的効果が生じることから、当
該事実関係を当事者間で確認する必要性は高く、ま
た、56条3項及び4項において、当事者間で認識が一
致しない場合の処理手続が規定されていることから、
法令の変更に該当する場合には、その効果が確実に生
じる仕組みとなっています。したがって、現状の規定に
は合理性が認められるものと考えます。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

34
事業契約書
（案）

31 56 2
法令変更に係る履行不能
通知規定の整合性確保

「前項の場合において、その相手方から履行不能確認
通知（法令変更）を受けた市又はＰＦＩ事業者は、・・」と
記載がございますが、第５６条第１項において履行不能
確認通知（法令変更）に係る規定を見直すことを前提と
した場合、当該文言との整合が図られていないものと
考えられます。

履行不能確認通知（法令変更）という概念を用いない
整理とする場合には、履行不能通知（法令変更）を行っ
た当事者を基準とする形で規定することが適切と考え
られます。

「履行不能確認通知（法令変更）を受けた市又はＰＦＩ事
業者は」を「履行不能通知（法令変更）を行った市又はＰ
ＦＩ事業者は」とする形で整理いただくことは可能で
しょうか。

（No.33の回答を前提として、）現状の規定を維持する
ことが相当と考えます。

35
事業契約書
（案）

31 56 3
法令変更時の履行不能判

断の見直し

「第１項において、履行不能通知（法令変更）を受けた相
手方が、法令変更により履行不能であると認めない場
合には、市及びPFI事業者の間で、不可抗力により履
行不能であるか否かについて協議をし、協議の結果、
履行不能通知（法令変更）を受けた相手方が不可抗力
による履行不能と認めない場合は、市の判断に従うも
のとする。」と記載がございますが、法令変更による履
行不能該当性の最終判断が市に委ねられている構成
となっております。

法令変更による履行不能該当性は客観的事実に基づ
き判断されるべき事項であり、一方当事者の判断に最
終的に委ねることは適切ではないものと考えられま
す。また、「不可抗力」と「法令変更」は定義上区別され
ていることから、本項における用語の整合性について
も整理が必要と考えられます。

法令変更による履行不能か否かについては客観的に
判断されるものとし、客観的に法令変更による履行不
能と認められる場合には当該規定に従う形で整理いた
だくことは可能でしょうか。

本項中の「不可抗力」については誤記のため、「法令変
更」に事業契約書（案）を修正します。
ご質問については、安定的な事業遂行を担保する観点
から、法令変更により履行不能であるかについて市が
判断することとしていますが、市は、法令変更により履
行不能であることを否定する場合には、具体的な履行
方法を提示することとなっているため（５6条4項）、市
が恣意的な判断をすることはできず、現行規定には合
理性が認められるものと考えます。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

36
事業契約書
（案）

31 56 4
法令変更条項の整理に伴

う不要規定の削除

当該規定については、第５６条第１項から第３項の修正
により履行不能確認通知（法令変更）の概念及び法令
変更に係る履行不能判断の構造を見直すことを前提と
した場合、その前提に基づく規定内容と整合しないも
のと考えられます。

当該規定は不要となるものと考えられるため、削除い
ただくことは可能でしょうか。

（No.33の回答を前提として、）現状の規定を維持する
ことが相当と考えます。

37
事業契約書
（案）

31 57 1
法令変更時の契約変更規

定の適用場面の整理

「市及びPFI事業者は、前条の規定による履行不能確
認通知（法令変更）を受けた場合、当該法令変更に対応
するため、双方協議の上、直ちに新築住宅等の設計、本
件工事、入居者移転支援業務、別紙５の新築住宅等の
所有権移転・引渡し日、市営住宅整備等に係る対価等
の必要事項につき、本契約の変更を行う。」と記載がご
ざいますが、第５６条第１項の修正により履行不能確認
通知（法令変更）の概念を用いない整理とする場合、当
該規定の適用場面が明確ではないものと考えられま
す。

法令変更による契約変更の適用場面については、第５
６条第１項と同様に、「本契約の締結日以後に法令変更
により、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに
履行することができなくなった場合」と整理することが
適切と考えられます。

当該規定についても、履行不能確認通知（法令変更）に
依拠しない形へ見直しいただくことは可能でしょうか。

（No.33の回答を前提として、）現状の規定を維持する
ことが相当と考えます。

38
事業契約書
（案）

32 58 1
法令変更時の契約解除権

限の見直し

「市は、PFI事業者と協議を行った上で、本契約を解除
できるものとする。」と記載がございますが、法令変更
により履行不能等の状況が生じた場合においても、契
約解除の可否が市のみに委ねられている構成となって
おります。

法令変更は当事者双方の責めに帰すべき事由によらな
いものであることから、このような場合には双方に解
除の判断権限が認められることが公平に適うものと考
えられます。

協議が成立しない場合には、市及びPFI事業者の双方
がそれぞれ契約を解除できる形で整理いただくことは
可能でしょうか。

法令変更により事業継続が不能となった場合や過分な
費用を要する場合の解除権を市のみに付与する規定
は、公共PFI契約においては一般的な規定です。本事
業についても、その公共性に照らし、事業継続の判断
は市が行うことが合理的と考えます。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

39
事業契約書
（案）

32 60
市による任意解除規定の

削除

当該規定については、第６１条（市による契約解除）に
定める事由によらず、市の判断により契約解除が可能
となる構成となっております。

本事業のような大規模事業においては、当該規定に基
づき一方的に契約解除がなされる場合、PFI事業者に
とって不測かつ多大な損害が生じる可能性があるもの
と考えられます。

当該規定は不要と考えられるため、削除いただくこと
は可能でしょうか。

市による任意解除（無理由解除）は、公共契約におい
て、財政上の事情、政策変更、事業計画の見直し等によ
り事業継続の必要性が消滅した場合等に備えて一般的
に設けられる規定であり、一定の合理性があるものと
考えています。
なお、PFI事業者に対する保護として、60条において
は解除の効力発生まで180日以上前の通知を要する
とされており、また、64条3項により、市が任意解除し
た場合には市はPFI事業者が被った損害について合理
的な範囲で負担することが規定されていることから、
PFI事業者の予測可能性及び経済的損失への手当は
なされているものと考えられます。
したがって、現状の規定を維持することが相当と考え
ます。

40
事業契約書
（案）

34 61 7
契約解除時の対価支払義

務の整理

「本条により市が市営住宅等整備業務にかかる部分に
関する契約を解除した場合、第１項から第３項において
解除の効力の影響が及ばないとされるものを除き、市
は遡及的に市営住宅整備等に係る対価支払い義務を
免れる。ただし、履行済みの入居者移転支援業務費等
についてはこの限りではない。」と記載がございます
が、既に履行済みの業務に対応する対価についても、
市が遡及的に支払い義務を免れる構成となっておりま
す。

既履行部分に係る対価については、契約解除の理由に
かかわらず支払われるべきものであり、これを遡及的
に免れることは合理性を欠くものと考えられます。

解除時の措置については、第５５条（不可抗力による解
除）第２項から第４項までを準用する形で整理いただく
ことは可能でしょうか。

61条による解除は、PFI事業者の責めに帰すべき事由
による解除であり、双方無責である不可抗力による解
除（55条）とはその性質が異なるため、55条2項から
第4項までを準用することは適切ではないと考えま
す。
なお、61条7項本文は「市は遡及的に市営住宅整備等
に係る対価支払い義務を免れる」としつつ、ただし書に
おいて、履行済みの入居者移転支援業務費等について
は例外とされており、また、同条10項及び11項におい
て、市が出来形の譲り受けを求めた場合には出来形相
当額（前金払及び部分払をした費用を除いた額）が支
払われる構成となっており、PFI事業者の既履行部分
に対する経済的価値が一律に否定される構成とはなっ
ておりません。
したがって、現状の規定は、PFI事業者の責めによる解
除の場合における規定として、相応の合理性を有する
ものと考えます。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

41
事業契約書
（案）

34 61 8
契約解除時の原状回復範

囲の整理

「本条により市営住宅等整備業務にかかる部分に関す
る契約が解除された場合、第１項から第３項において
解除の効力の影響が及ばないとされるものを除き、
PFI事業者はその費用と責任において、原則として、速
やかに市営住宅等整備業務に関連する事業用地を契
約締結時の原状に回復して市に返還しなければなら
ず、また、併せてPFI事業者は市に対して解除の対象と
なった業務について既に市から受領した対価がある場
合には、これに受領時からの利息（年利５％の割合によ
り計算（１年を365日として日割り計算））を付して直ち
に市に返還するものとする。」と記載がございますが、
既に履行済みの業務に対応する部分についても原状回
復及び対価返還の対象となり得る構成となっておりま
す。

既履行部分については対価支払いの対象として整理さ
れるべきものであり、これを原状回復及び対価返還の
対象とすることは、前項との整合性の観点からも適切
ではないものと考えられます。

既履行部分については原状回復の対象外とすることを
明確化する観点から、第１３項に基づく措置を前提とし
た規定へ整理いただくことは可能でしょうか。

No.40と同様、現状の規定を維持することが相当と考
えます。
61条8項は原状回復義務を原則として定めるもので
すが、同条9項から11項までにおいて、市が出来形の
譲り受けを求めることができ、その場合には出来形相
当額が支払われる仕組みが規定されていることから、
出来形部分について必ずしも一律に原状回復を要求す
るわけではなく、市の判断による弾力的な処理が可能
となっています。
したがって、現状の規定は、PFI事業者の責めによる解
除の場合における規定として、相応の合理性を有する
ものと考えます。

42
事業契約書
（案）

35 61 9
出来形取扱いに係る規定

間整合性の確保

当該規定において「前項にかかわらず、」と記載がござ
いますが、第６１条第８項の修正により、出来形につい
ては原則として市が引き取る整理とした場合、当該文
言により前項の取扱いを排除する必要性はないものと
考えられます。

当該文言は規定間の整合性を損なう可能性があるた
め、削除いただくことは可能でしょうか。

（No.４１の回答を前提として、）現状の規定を維持する
ことが相当と考えます。

43
事業契約書
（案）

36 63 1
条項削除に伴う参照規定

の整理

当該規定において「第６０条（市による任意解除）又は」
と記載がございますが、第６０条の削除を前提とした場
合、当該文言は参照条項として不要となるものと考え
られます。

規定間の整合性を確保する観点から、当該部分を削除
いただくことは可能でしょうか。

（No.３９の回答を前提として、）現状の規定を維持する
ことが相当と考えます。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

44
事業契約書
（案）

36 63 3 契約解除に際しての措置

「第１のＰＦＩ事業者が・・」と記載がございますが、「第１
項のＰＦＩ事業者」の誤植ではないでしょうか。ご確認く
ださい。

ご指摘のとおり、「第１のＰＦＩ事業者」は「第１項のＰＦＩ
事業者」の誤記のため、修正します。

45
事業契約書
（案）

36 63 3 出来形部分の破壊確認

「市は、必要があると認められるときは、その理由を
PFI事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊し
て確認することができるものとする。」と記載がござい
ますが、「必要があると認められるとき」との規定では、
当該確認の要否が市の裁量的判断に委ねられている
構成となっております。

出来形部分の破壊を伴う確認は施工物の毀損を伴う
ものであることから、その実施の要否については客観
的かつ合理的な根拠に基づき判断される必要がある
ものと考えられます。

第２６条第３項と同様に、「必要があると認められると
きは」を「客観的かつ合理的な根拠をもって必要性が認
められる場合は」とする形で整理いただくことは可能
でしょうか。

ご提案を踏まえて、「また、市は、客観的かつ合理的な
根拠をもって必要性が認められると判断した場合は、
その理由をＰＦＩ事業者に通知して、出来形を最小限破
壊して確認することができるものとする。 」と事業契約
書（案）を修正します。

46
事業契約書
（案）

36 63 4
第60条削除に伴う参照条

項の整理

当該規定において「第６０条（市による任意解除）から」
と記載がございますが、第６０条の削除を前提とした場
合、当該文言は参照条項として不要となるものと考え
られます。

規定間の整合性を確保する観点から、当該部分を削除
いただくことは可能でしょうか。

（No.３９の回答を前提として、）現状の規定を維持する
ことが相当と考えます。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

47
事業契約書
（案）

36 64 1
契約解除時の違約金及び

損害賠償の見直し

「PFI事業者は、第６１条の規定に基づき本契約が解除
された場合、市営住宅等整備業務費から第４９条（部分
払）及び第４９条の２（部分引渡し）に掲げる額を除いた
額の10％に相当する違約金を支払うものとする。ただ
し、市が被った損害の額が当該違約金を超過する場合
は、市は、超過額について別途PFI事業者に損害賠償
請求を行うことができる。」と記載がございますが、定
額の違約金に加えて実損額の賠償まで求められる構成
となっており、結果として市の実損を大きく超える賠
償が発生する可能性があるものと考えられます。

契約解除時の損害賠償については、実際に発生した損
害に基づき合理的な範囲で整理されるべきものであ
り、定額の違約金と実損賠償を併せて課す構成は、PFI
事業者に過大な負担となる可能性があるものと考えら
れます。

契約解除時の損害賠償については、合理的な範囲で市
が被った実損に基づく賠償とする形で整理いただくこ
とは可能でしょうか。

64条1項の規定は、公共PFI契約における一般的な規
定であり、10％相当額の違約金については損害賠償
額の予定としての性質を有しつつ、これを超過する実
損については別途賠償請求できるとする構成は、公共
契約の標準的な規定として合理性を有するものと考え
ます。

48
事業契約書
（案）

36 64 2
出来形評価額と出来形相
当額の定義及び関係性の

明確化

本項は、「工事中の新築住宅等の出来形評価額が出来
形相当額を下回っている場合」を前提とする規定と理
解されますが、「出来形評価額」及び「出来形相当額」に
ついて、それぞれの定義が示されておらず、その意味
合いの違いが明確ではないものと考えられます。

これらの用語の定義が不明確であることにより、本項
の趣旨や適用場面についても必ずしも明確ではないも
のと考えられます。

「出来形評価額」及び「出来形相当額」の定義並びに両
者の関係性について明確化いただくことは可能でしょ
うか。

「出来形評価額」は、契約解除時点における工事中の新
築住宅等の出来形について、客観的に評価した金額
（市場価値）を意味するものです。一方、「出来形相当
額」は、61条11項及び55条4項により、PFI事業者が
既に履行した市営住宅等整備業務に相当する対価（建
設中の新築住宅等の出来形に相当する分）として、契
約上、市がPFI事業者に支払うべき金額を意味するも
のです。
本項は、契約解除時に、客観的な出来形評価額が契約
上支払うべき出来形相当額を下回る場合（すなわち、
契約に基づき市が支払うべき金額に対して、実際に提
供された出来形の客観的価値が低い場合）には、その
差額が市の損害として、1項の損害賠償請求の対象に
なることを規定したものです。
上記については、本契約の各規定の合理的な解釈から
読み取ることが可能であり、修正は必要ないものと考
えます。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

49
事業契約書
（案）

38 67 1 市内企業への発注

横浜市内に本店がある業者を市内企業とする旨の記
載がございますが、前回の質疑回答においては「横浜
市内に営業所または支店を有する企業も市内企業とす
る」との回答が示されております。
両者の記載内容の関係について、どの定義を正として
取り扱うべきか、ご教示ください。

事業契約書（案）に記載する、横浜市内に本店がある業
者が正となります。そのため、要求水準書の2.2.4.地
域経済への貢献の当該部分を「～市内に本店または支
店・営業所を有する企業の積極的な活用など、地域経
済への貢献に資するような配慮が望まれる。」と修正し
ます。なお、当該修正による、落札者決定基準の「審査
の視点」に変更はありません。

50
事業契約書
（案）

39 72 個人情報の取扱

「・・別紙13に定めるところにより、・・」と記載がござい
ますが、「別紙12」の誤植ではないでしょうか。ご確認
ください。

「別紙12」が正のため事業契約書（案）を修正します。

51

別紙6　対
価の支払い
及び物価変
動率による
調整

49 サービス対価の支払い方法

サービス対価B-1、B-2において、引っ越しサービス費
の実績に基づく精算は実際に引越サービスを実施した
世帯数に@284,000円を乗じるという理解でよろし
いでしょうか。ご教示ください。

ご理解のとおりです。

52

別紙6　対
価の支払い
及び物価変
動率による
調整

49 サービス対価の支払い方法

サービス対価B-1、B-2において、入居者移転支援費
（清算対象外）については支援対象の世帯数が55世帯
より減っても減額されないという理解でよろしいで
しょうか。ご教示ください。

ご理解のとおりです。なお、支援対象の世帯数は56世
帯です。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

53

別紙6　対
価の支払い
及び物価変
動率による
調整

52 2 （1）

施設整備費に係るサービス
対価（サービス対価 A）の

改定に関する基本的な考え
方

改定方法について、「令和８年４月（入札公告時）」の建
築物価建築費指数を基準として物価変動を算定する旨
記載がございますが、発注者においては、事業予算を
確保又は積算した時点の建築費指数等を前提として予
定価格を設定しているものと考えられます。

このため、物価変動の基準時点についても、入札公告
時ではなく、発注者側における事業予算積算時点の指
数を用いることが合理的と考えられます。

昨今、中東情勢の悪化で急激なインフレが起きており
現状では到底本事業の参画は見込めません。

物価変動の基準時点については、発注者側積算時点の
建築費指数を基準とする形で整理いただくよう強く要
望します。

予定価格については、横浜市PFIガイドライン第１章
PFIの概要３　PFI実施にあたっての配慮事項（５）アに
基づき、入札公告日までの物価変動を見込んで増額を
行っています。
また、契約後の物価変動に伴うサービス対価の改定
は、事業契約書の別紙６で定めていますが、横浜市PFI
ガイドライン（５）イに基づき、サービス対価改定の基準
日を入札公告日とすることで、物価変動をより的確に
反映し、事業者の負担する物価変動リスクを減じるよう
にしています。

54

別紙6　対
価の支払い
及び物価変
動率による
調整

52 2 (1)
物価変動に伴うサービス対

価の改定

「１年以上経過した時点における指数が同指数と比較し
て1.5％を超える差が生じた場合」と記載がございま
すが、物価変動率の閾値を1.5％と設定している理由
及び根拠が明確ではないものと考えられます。

何故1.5％としているのか、その設定根拠についてご
教示ください。

また、1.5％までを事業者負担とする考え方について
も、その根拠が明確ではないものと考えられます。

受発注者間における適切なリスク分担の観点や、国土
交通省等が示す受発注者ガイドラインとの関係性を含
め、当該整理がガイドラインに抵触する恐れはないのか
についても、併せて明確にお示しください。

発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン
（第８版） に掲載されている「公共工事標準請負契約約
款」第26条第２項及び内閣府作成の「PFI標準契約1」
第51条第２項において1.5％が明記されていますの
で、これらを参考に設定しています。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

55

別紙6　対
価の支払い
及び物価変
動率による
調整

52 2 (1)
物価変動に伴うサービス対

価の改定

事業契約の締結から1年以上経過した時点における指
数の差額が1.5％以上生じた場合に対価の改定を行え
ると規定されており、公共工事標準請負契約約款の全
体スライド条項を参考にした運用であると認識してお
ります。しかし、ここ数年の急激な価格水準の上昇（労
務単価および主要資材価格の高騰）による状況下で標
準の受注者負担1.5％を適用した場合、経営上一定の
リスクの軽減が困難になること、下請業者への適正な
価格転嫁が難しくなること、技能労働者の処遇改善（賃
上げ対応）および法定福利費の適切な確保が厳しくな
ること等で経営に大きな影響が生じる恐れがありま
す。国土交通省をはじめ、東京都や各自治体において
は、資材高騰時や令和8年3月適用新労務単価時など
にインフレスライド条項（残工事対価の1.0％負担）の積
極的な運用や特例措置を推進しており、受注者負担の
軽減を図る方向性が示されています。
本事業も同様の趣旨を踏まえ、受注者負担率を1.0％
に軽減する特例適用、またはインフレスライド条項への
準用（切り替え）について、柔軟にご検討頂けないで
しょうか。

別紙６　対価の支払い及び物価変動率による調整　２
物価変動に伴うサービス対価の改定（１）に記載の「予
期することができない特別の事情により、工期内に日
本国内において急激なインフレーション又はデフレー
ションを生じ、施設整備費が著しく不適当となったと
き」は、国土交通省が公表している「公共工事標準請負
契約約款」及び内閣府作成の「PFI標準契約１」を準じ
ているため、運用においてもこれらの趣旨を踏まえ協
議に応じます。

56

別紙６　対
価の支払い
及び物価変
動率による
調整

52 2 （1）

施設整備費に係るサービス
対価（サービス対価 A）の

改定に関する基本的な考え
方

「サービスの対価の改定を行うことが出来る。」と記載
がございますが、所定の物価変動が生じ、対価変更の
要件を満たした場合であっても、双方合意がない限り
対価改定が行われないようにも解される規定となって
おります。

所定の物価変動が生じている場合には、当該前提に基
づき対価は合理的に調整されるべきものであり、必ず
しも双方合意を要件とする構成は適切ではないものと
考えられます。

対価改定が可能である旨の規定ではなく、要件充足時
には当然に対価が改定される旨の規定へ整理いただく
ことは可能でしょうか。

別紙6の本規定における「サービスの対価の改定を行
うことが出来る」との文言は、「市又はPFI事業者の請
求により」、生じた差分に応じてサービスの対価の改定
を行うことができる旨を規定しているものであり、双
方合意を必要とするものではありません。すなわち、い
ずれかの当事者からの請求により対価改定が行われる
仕組みとなっており、質問者が懸念される「双方合意が
ない限り対価改定が行われない」状況とはなっており
ません。
このことは現状の規定から合理的に読み取ることがで
きますので、修正は必要ないものと考えます。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

57

別紙6　対
価の支払い
及び物価変
動率による
調整

53 2 （1）

施設整備費に係るサービス
対価（サービス対価 A）の

改定に関する基本的な考え
方

「その他、特別な要因により工期内に主要な工事材料
の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施設整
備費が不適当となったときは、・・」と記載がございます
が、「主要な工事材料」かつ「著しい変動」に限定された
規定となっており、昨今の国際情勢や経済情勢等の影
響を十分にカバーできない可能性があるものと考えら
れます。

特別な要因として、本件情勢のような外部環境の変化
に起因する価格変動についても対象とし、また「著しい
変動」に限定せず柔軟に対応可能とすることが合理的
と考えられます。

本件情勢を含む特別な要因による価格変動を対象と
し、工事材料全体を対象とする形で整理いただくこと
は可能でしょうか。

別紙6の本規定は、国土交通省が公表している「公共工
事標準請負契約約款」26条5項及び内閣府作成の
「PFI標準契約１」51条５項に準拠したものであり、「主
要な工事材料」かつ「著しい変動」に限定されている点
は、公共契約における一般的な規定です。
したがって、現状の規定を維持することが相当と考え
ます。

58

別紙6　対
価の支払い
及び物価変
動率による
調整

53 2 （1）

施設整備費に係るサービス
対価（サービス対価 A）の

改定に関する基本的な考え
方

「ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わな
い場合にあっては、市が定め、事業者に通知する。」と
記載がございますが、協議が不調となった場合に最終
的な施設整備費の決定が市のみに委ねられている構
成となっております。

急激な工事費変動等が前提とされている中で、このよ
うな取扱いは公平性の観点から課題があるものと考え
られます。特に、昨今の国際情勢や経済情勢等を踏ま
えると、当該リスクが現実化する可能性も否定できな
いものと考えられます。

協議が整わない場合には、市の一方的な決定とするの
ではなく、客観的に合理的と認められる金額へと施設
整備費が調整される形で整理いただくことは可能で
しょうか。

協議が整わない場合に市が定めることとする規定は、
国土交通省が公表している「公共工事標準請負契約約
款」26条5項、6項及び7項に準拠した規定であり、公
共契約における一般的な規定です。
したがって、現状の規定を維持することが相当と考え
ます。
なお、当該規定に基づき、客観的かつ合理的と市が判
断した金額を定めるものであり、不当な金額を定め、
事業者に通知するものではありません。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

59

別紙6　対
価の支払い
及び物価変
動率による
調整

53 2 （1）
物価変動に伴うサービス対

価の改定

「予期することができない特別の事情により、工期内に
日本国内において急激なインフレーション又はデフレー
ションを生じ、施設整備費が著しく不適当となったと
き」との記載がございますが、当該規定の適用対象と
なる事象の範囲および判断基準についてご教示いた
だけますでしょうか。
あわせて、海外情勢の変化等に起因する資材価格の高
騰や部材供給の遅延が生じた場合の取扱い（契約変更
や工期延長の可否等）についてもご教示ください。

ご質問に係る規定は「予期することができない特別の
事情」がある場合に適用されるものであり、その性質
上、適用対象となる事象の範囲及び判断基準並びに特
定の場合における取扱いについて、あらかじめお示し
することは困難です。
なお、物価の変動に伴う対価の調整については、別紙
６に基づき行うことを想定しています。また、部材供給
の遅延が生じた場合、不可抗力に該当する可能性のあ
るところ、29条２項により処理することが考えられま
す。

60

別紙6　対
価の支払い
及び物価変
動率による
調整

53 2 （2）

入居者移転支援業務に係
る対価（サービス対価 B）
の物価変動に関する基本

的な考え方

「当該事業年度の前年度の4月から3月までの指数の
平均値と比較して3.0％以上の差が生じた場合」と記
載がございますが、物価変動率の閾値を3.0％と設定
している理由及び根拠が明確ではないものと考えられ
ます。

特に、サービス対価Aにおいては1.5％と設定されてい
る一方で、サービス対価Bについては3.0％とされて
おり、倍の閾値となっている理由が不明確であること
から、その設定根拠についてご教示ください。

また、3.0％までを事業者負担とする考え方について
も、その根拠が明確ではないものと考えられます。

受発注者間における適切なリスク分担の観点や、国土
交通省等が示す受発注者ガイドラインとの関係性を含
め、当該整理がガイドラインに抵触する恐れはないのか
についても、併せて明確にお示しください。

「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライ
ン（第８版）」及び 内閣府作成の「PFI標準契約1」に物
価変動に基づくサービス対価の変更について規定があ
り、指数変動の閾値については、横浜市におけるPFI事
業の事例等を勘案して設定しています



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

61

別紙6　対
価の支払い
及び物価変
動率による
調整

53 2 （2）

入居者移転支援業務に係
る対価（サービス対価 B）
の物価変動に関する基本

的な考え方

「入居者移転支援業務係る費用に以下の物価変動によ
り増減が生じた場合は、市及びPFI事業者は業務に係
る費用の増減分の負担方法について協議を行うものと
する。」と記載がございますが、所定の物価変動が生じ
た場合であっても、双方合意がない限り対価改定が行
われないようにも解される規定となっております。

所定の物価変動が生じている場合には、当該前提に基
づきサービス対価は合理的に調整されるべきものであ
り、必ずしも双方協議の成立を要件とする構成は適切
ではないものと考えられます。

物価変動時の取扱いについては、協議を前提とするの
ではなく、一定の考え方に基づき当然にサービス対価
が改定される形で整理いただくことは可能でしょう
か。

サービス対価Bについては、入居者移転支援業務が長
期にわたる業務であり、その内訳に多様な費目が含ま
れ得ることや、人件費等のコスト構造が複雑であること
から、物価変動の影響額及び負担方法について個別具
体的な協議が必要と考えられます。このようなサービ
ス対価Bの性質に鑑みて、現行規定は合理性を有する
ものと考えます。

62 事業契約書 21 38 2 入居者対応

ＰＦＩ事業者が入居者移転支援業務を行うこと自体に対
して入居者が反対した場合は入居者支援業務は市が実
施するのでしょうか。

38条1項により、PFI事業者は、自らの責任と費用負
担において、誠意をもって入居者対応を行い、入居者
移転支援業務の円滑な実施に努めなければならないと
されています。
その上で、38条2項は、入居者がPFI事業者による入
居者移転支援業務の遂行自体に反対した場合の対応
について、PFI事業者が当該対応を行うことを前提に、
当該反対対応によりPFI事業者に追加費用又は損害が
生じた場合には、その追加費用又は損害を市が合理的
範囲で負担することを規定したものです。すなわち、入
居者の反対があった場合でも、入居者移転支援業務は
PFI事業者が行うことが原則となります。
なお、入居者の反対が著しく、PFI事業者の責めによら
ない事由により仮移転又は本移転が完了しない場合に
は、40条又は41条の適用が問題となり、PFI事業者は
3か月の延長期間内に完了しない部分について履行義
務を免れることとなります（同条2項）。



回答
条 項 号 項目名

洋光台住宅（C‐１街区）建替事業　事業契約書（案）に関する質問書（令和８年６月22日公表）

No. 資料名 頁
該当箇所

質問内容

63 事業契約書 52

別紙６ 対価の支払い及び
物価変動率による調整

２ 物価変動に伴うサービス
対価の改定

採用する指標について、具体的に、・毎月勤労統計・最
低賃金・建築保全業務労務単価・消費者物価指数・企業
物価指数・建設工事費デフレーター・建設資材物価指
数・企業向けサービス価格指数・NSBPI等の指標を採
用してよろしいのでしょうか。

物価指数の採用にあたっては、対象業務ごと、対象費
用項目ごと、対象地域ごとに連動した物価指数を採用
することが望ましいと考えています。
　なお、物価変動への対応はPFI事業の推進にとって
大変重要な課題と理解しておりますので、市場価格に
対する感応度が高い物価指数をご提案いただき、協議
を行ったうえで、ご提案いただいた物価指数を別紙6
のサービス対価の改定の指数として適用を検討するこ
とは可能です。
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別紙６ 対価の支払い及び
物価変動率による調整

２ 物価変動に伴うサービス
対価の改定

・その他、特別な要因・予期することができない特別の
事情とは昨今の中東情勢等も含まれる認識でよろしい
でしょうか。

ご質問に係る「特別な要因・予期することができない特
別の事情」については、その性質上、適用対象となる事
象の範囲及び判断基準並びに特定の場合における取
扱いについて、あらかじめお示しすることは困難です。
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